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【開催日】 令和２年３月１３日 
 

【開催場所】 第１委員会室 
 

【開会・散会時間】 午前９時～午後３時１５分 
 

【出席委員】 
 

分科会長 中 村 博 行 副分科会長 藤 岡 修 美 

委 員 岡 山  明 委 員 髙 松 秀 樹 

委 員 恒 松 恵 子 委 員 宮 本 政 志 

委 員 森 山 喜 久   

【欠席委員】 

なし 

【委員外出席議員等】 

議長 小 野  泰 

【執行部出席者】 

副市長 古 川 博 三 経済部長 河 口 修 司 

経済部次長兼農

林水産課長 
深 井  篤 農林水産課技監 山 﨑 誠 司 

農林水産課主幹 坂 根 良太郎 
農林水産課農林

係長 
平 健 太 郎 

農林水産課耕地

係長 
本 多 享 平 商工労働課長 村 田  浩 

商工労働課課長

補佐 
工 藤  歩 

商工労働課商工

労働係長 
福 田 智 之 

商工労働課企業

立地推進室主任 
加 藤 竜 一 

農業委員会事務

局長 
幡 生 隆太郎 

農業委員会事務

局主査 
吉 田 悦 弘 建設部長 森  一 哉 

建設部次長兼土

木課長 
森 弘 健 二 土木課技監 泉 本 憲 之 



2 

 

土木課河川港湾

係長 
立 野 健一郎 土木課用地係長 日 髙 辰 将 

土木課管理係長 松 﨑   博 下水道課長 井 上 岳 宏 

下水道課技監 藤 岡 富士雄 都市計画課長 河 田  誠 

都市計画課技監 高 橋 雅 彦 
都市計画課主査

兼計画係長 
大 和 毅 司 

都市計画課都市

整備係長 
藤 本 英 樹 

都市計画課管理

緑地係長 
森 山 まゆみ 

建築住宅課長 辻 永 民 憲 建築住宅課主幹 安 重 賢 治 

建築住宅課主査 石 田 佳 之  
建築住宅課建築

係長 
山 本 雅 之 

  

【事務局出席者】 
 

局 次 長 石 田  隆 書  記 光 永 直 樹 

【審査事項】 

議案第１１号 令和２年度山陽小野田市一般会計予算について 

 

午前９時 開会 

 

中村博行分科会長 ただいまより一般会計予算決算常任委員会産業建設分科会

を開催いたします。今日の審査については議案第１１号令和２年度山陽

小野田市一般会計予算についてであります。審査はお手元にある日程に

沿って進めてまいります。まず審査番号１番２款総務費３項２目につい

て質問のある方。ここは審査事業がありませんので、予算書の１１８ペ

ージから１２１ページまでで質疑を求めます。 

 

藤岡修美委員 需用費で修繕料を１０万円見ておられますけど、この中身は。 

 

河田都市計画課長 住居表示に係るプレート等の修繕料でございます。 
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中村博行分科会長 既設のものについてということですね。 

 

河田都市計画課長 そのとおりです。 

 

岡山明委員 上の郷の表示が変わっていますが、その変更はされるんですか。 

 

河田都市計画課長 上の郷地区は１月２５日に住居表示の実施を行い、各家庭       

   等には新しい表示が付いております。この修繕料等は既設の部分を５、 

   ６年ごとに調査をして悪くなっているところの修繕を行うものです。 

 

中村博行分科会長 委託料も新設というわけではないですね。 

 

河田都市計画課長 修繕料は既設の部分なんですが、委託料について各地区を

６０地区以上あるんですが、それらを６つのグループに分けて、５年か

ら６年ごとに順番に確認をしています。それで悪くなった部分を修繕と

か取り外していくといったことをしています。来年度については１０地

区を確認し、必要な修繕を行っていく予定です。 

 

中村博行分科会長 それでは次に参ります。浄化槽関連で質疑を求めます。 

 

岡山明委員 合併槽の件数の状況を教えてください。 

 

井上下水道課長 予算としては８５基分、５人槽４６基、７人槽３７基、１０

人槽２基で合わせて８５基です。実績は平均で６０基くらいで推移をし

ています。 

 

岡山明委員 今の目標値８５基ということですが、基本計画があると思うんで

すが、その中で検討しているんですか。 

 

井上下水道課長 平成２６年度に循環型社会推進地域計画を定めまして平成２
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７年度から令和３年度までの７年間の計画ということで単年度８５基、

延べ５９５基の設置目標を立てて、施行しています。令和３年度までは

８５基ということで、来年、再来年が見直しの時期に当たりますので、

実績を見ながら計画を立てて参りたいと思います。 

 

岡山明委員 今は合併槽の話ですが、単独層はどうなっていますか。 

 

井上下水道課長 単独浄化槽から合併浄化槽の転換に対する補助金に関しては

令和２年度から実施するということで要綱を改正しました。８５基計上

している予算３，１６８万６，０００円の中で単独浄化槽への転換に対

する上乗せも併せて行いますので、実際には８５基できない可能性もあ

りますけど、令和元年度の実績で単独からの転換は３基でございました。

ここ２、３年を見たところ２、３基程度でございます。補助金が上乗せ

されるということで大分、施工業者さんのほうにもＰＲをさせていただ

いたところで、今までにない問い合わせはございますけれども、実際に

１年間でどのぐらい件数が申請されるかっていうのがまだ分からないと

ころがありますので、件数はこの予算を上回るようであれば、また対策

は考えてまいりたいと思います。 

 

岡山明委員 今の分でいくと８５基プラスアルファで単独槽が入ってくると、

上乗せされるということですか。 

 

井上下水道課長 ８５基と申しますか、３，１６８万６，０００円というのが

マックスでございます。当然今５人槽が３３万２，０００円、７人槽が

４１万４，０００円ということで、７人槽が多ければ８５基できないん

ですよね。これはあくまでも個人の方の申請に基づいてありますので、

８５が目標というところでございますので、この３，１６８万６，００

０円という補助金の枠をベースとして考えていただきたいと思います。

この中に単独浄化槽の補助の上乗せも含まれております。 
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宮本政志委員 補正のときに説明受けているんですけど、単独から合併にする

ときに工事のほうも補助が出ると言われていましたよね。その工事の予

算もこの中に入っているということですか。 

 

井上下水道課長 単独浄化槽から合併浄化槽への転換に当たっての補助金の上

乗せ該当するものは既存の単独浄化槽の撤去に関する費用については、

９万円を上限にしています。それから排水設備から浄化槽へそこから側

溝までの配管工事に対しましても３０万円を上限に上乗せをされます。

細々とした条件もあるんですけれども、一応マックスがその二つが追加

されたということでございます。 

 

宮本政志委員 この予算の中に入っていますか。 

 

井上下水道課長 予算の中でまかないます。 

 

岡山明委員 合併槽が２０年後、３０年後に老朽化した場合の支援は単独槽も

合併槽ももう大分年月たっていますけど、浄化槽の老朽化に対する支援

策というのは取られていますか。 

 

井上下水道課長 単独浄化槽への転換事業に対しての補助の上乗せといいこと

もあったんですけれども、逆に国のほうの補助金に対する要綱も同時期

に変わりまして、前から少しお話をしておりますけれども、合併浄化槽

から合併浄化槽に更新する場合、これは合併浄化槽付きの建物を新築、

増改築する場合に合わせて浄化槽を更新する場合もそうなんですけれど

も、これに対する補助金は令和２年度からなくなりました。ですので、

新しくくみ取りとかからの新設は出るんですけれども、既存の合併浄化

槽の更新、増改築には補助金が該当しなったというデメリットもござい

ますので、これに併せてそういう業者さんとか広報にも１２月１５日号

のお知らせをしているところです。 
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岡山明委員 すごい大切な話になってくると思うんですけど、合併槽から合併

槽への変更が支援ができないと。二世帯住宅とか家の建て替えの場合、

合併槽の人数が変わった場合に変更した場合も対応できないという状況

になれば、上水と比べて待遇が悪いと。合併槽と下水道の関係というか、

下水道を直結している家庭と格差が生じてきているような状況を今感じ

たんですけど、市として単独で支援するような形は考えていらっしゃら

ないですか。 

 

井上下水道課長 国がそういうふうに合併浄化槽設置補助金を更新とかに出さ

ないという背景は近年の国の財政が厳しい中で、未普及解消につながら

ない浄化槽に対してはもう補助金は出さないと。今までくみ取りとか単

独浄化槽で環境に悪影響を与えているものをできるだけ投資効果を高め

るためにということでの趣旨で出なくなったというところでございまし

て、３３万２，０００円の３分の１が確かに国費ではあるんですけれど

も、それでもやはり市にとっては大きな財源でございますので、それ以

外のところで大体年間１０件ぐらいは現在あると思うんですけれども、

それをまかなうほどの財源が見当たりませんので、それに対しては今、

何も手当というのは考えておりません。 

 

岡山明委員 財源もないという話になると国のほうからは下水道は受益者負担

というのがありますね。例えば浄化槽の山陽小野田市としては受益者負

担を国からプラスアルファで合併槽のほうに支援する形は考えないです

か。 

 

井上下水道課長 下水道法で税のように取りなさいと、工事費の一部を徴収し

なさいというのがありまして、受益者負担金を浄化槽のほうに回すって

いうのは法の趣旨からすればお金を取る目的からすると違うので、逆に

言うとそれは法令違反になるのではないかなと思います。難しいのでは

ないかなと思います。 
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岡山明委員 そうすると下水道の区域の方はメリットはあるんですが、区域外

の方に対しては優遇措置というか、そういう見捨てられたような感じを

逆に受けたんですが、全世帯に下水道があればいいんですが、山陽小野

田市全部が下水道対象地域じゃないですよね。そういう抜けた地域の

方々の処遇を進めるために受益者負担を変えることを考えていただきた

い。要望です。 

 

中村博行分科会長 そういう要望があるということで、今後汚水処理の件につ

いてはやると思いますが、公共下水を縮小するのであれば浄化槽を拡大

しないといけないわけで、その辺のことを考慮した中でということで要

望があったということです。ほかにありますか。（「なし」と呼ぶ者あ

り）それでは衛生費のほうは終わりまして土木費に入ります。審査事業

からいきます。審査番号３７番。 

 

森弘建設部次長兼土木課長 審査対象事業３７番の説明をいたします。ハザー

ドマップ整備事業について説明いたします。審査資料の１７１ページを

御覧ください。平成２７年５月の水防法改正により、国、県又は市町村

は想定しうる最大規模の降雨に対応した浸水想定を実施し、市町村はこ

れに応じた避難方法等を住民等に適切に周知するためのハザードマップ

を策定することが必要になりました。このことから県は洪水、高潮浸水

想定区域の見直しを行っており、市はこの結果を踏まえて被害予測、浸

水範囲及び避難方法等に係る情報を住民に提供し、被害を最小限にとど

めることを目的として有帆川洪水ハザードマップ、厚狭川洪水ハザード

マップ、そして、小野田地区、西沖地区、厚狭川周辺地区、埴生地区の

４地区の高潮ハザードマップの全面更新を行います。審査資料の１７２

ページを御覧ください。ハザードマップ整備事業の３か年の総事業費は

ハザードマップ作成委託料２，８００万円で令和２年度９００万円、令

和３年度９００万円、令和４年度は１，０００万円です。財源内訳は社

会資本整備総合交付金５０％と一般財源５０％となります。審査資料の

１７３ページを御覧ください。ハザードマップ整備事業の事業スケジュ
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ールです。資料上段は県事業のスケジュールで下段が市事業のスケジュ

ールになります。上段の県事業の洪水高潮想定区域の見直しが終わった

順に下段の市事業として令和２年度は有帆川洪水ハザードマップ作成、

令和３年度は厚狭川洪水ハザードマップ作成、令和４年度は４地区の高

潮ハザードマップ作成を実施する予定です。説明は以上となります。御

審査のほどよろしくお願いいたします。 

 

中村博行分科会長 それではただいまのハザードマップ整備事業について質疑

を求めます。 

 

髙松秀樹委員 委託料なんで業者が県の進捗状況に合わせてやると思うんです

けど、これ印刷とかは入ってない状況ですよね。 

 

森弘建設部次長兼土木課長 印刷費も入っています。 

 

髙松秀樹委員 そうしたら作成枚数を教えてください。 

 

森弘建設部次長兼土木課長 新たな浸水被害の想定区域内の小学校区の全戸に

配布する予定にしております。令和２年２月末人口調査票によると、そ

の地区の世帯数は１万５，７８７世帯となります。印刷枚数は配布予定

世帯数以上と今考えております。 

 

髙松秀樹委員 予算組む以上は大体枚数を想定しているんじゃないんですか。 

 

森弘建設部次長兼土木課長 １万６，５００枚です。 

 

髙松秀樹委員 今までのハザードマップは想定雨量が１００年に一度で県が今

やっていると思うんですが、どういう見込みになりそうですか。 

 

森弘建設部次長兼土木課長 想定雨量の具体的な数字は申し上げられないんで
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すが、有帆側の浸水想定区域図は有帆川の流域の大きさや想定される被

害の大きさを考慮して設定する河川整備の目標とする降雨である１００

年に１度の降雨量、計画規模降雨２９５ミリパー日でした。新たな洪水

浸水想定区域図は、山口県が河川氾濫分析を行い、その結果に基づき本

市はハザードマップを作成するだけですので、その解析手法について分

かりかねますが、ただ国の洪水浸水想定区域図作成マニュアル第４版に

基づいて設定した、想定しうる最大規模の中国西部地区における過去最

大の降雨と１，０００年に１度の降雨を比較し、大きい降雨である想定

最大規模降雨により河川氾濫解析をし、洪水浸水想定区域図の見直しを

したものです。 

 

中村博行分科会長 ということは中国地方では真備町のやつがあったよね。そ

れもこの中に入っているということですか。 

 

森弘建設部次長兼土木課長 降雨量自体は過去の降雨量を基にそのデータを解

析して１００年あるいは１，０００年に一度という量を出しますので、

当然それは入っています。ただ、今降っている量が過去の量とは全然比

べ物にならないので、どうしても今の量がかなり多い状態で通常の１０

０年を超えている状態なので今度は１，０００年で想定をしましょうと

いうことのようです。 

 

宮本政志委員 今市が出しているこのハザードマップのコピー持ってきている

んですけどね。今言われたように有帆のほうは確かに１００年に１回、

２４時間雨量２９０ミリメートル、厚狭川の方は５０年に１回、二日間

の雨量が３２０ミリメートル、それが今から県のほうの推定で変わって

くる。そもそもこの雨量っていうのは、聞きたいんですが、例えば有帆

川そのものあるいは有帆川の周辺、厚狭川周辺に降った雨量のことを言

っているんですか。それとも美祢とか北部に降った雨が影響しているの

か、どの辺の雨量のことですか。 
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森弘建設部次長兼土木課長 県内を幾つかのブロックに分けて、その区域内に

降る雨のデータを解析しております。それをこの流域に降らせてみて、

川がどの程度で氾濫をするのかというシミュレーションをされています。 

 

宮本政志委員 ハザードマップで土砂災害とか、ため池とか、津波とかたくさ

んありますよね。ハザードマップじゃないけど地震でいうと揺れマップ

とか、そういったものっていうのは今回は県が洪水と高潮に関してだか

ら出ているんでしょうけど、ほかの件もやっぱり連動して今後いきそう

なんですか。土砂災害とか、津波とか、それは全く関係ないんですか。 

 

森弘建設部次長兼土木課長 この度、水防法が改正をされたことによって、国

のほうがこういうものを新たな基準によって作り直しなさい、更新をし

なさいよという指示が出ておるので、県が作っているということです。 

 

宮本政志委員 それと１７３ページにスケジュール案がありますよね。高潮の

ほうのハザードマップっていうのは令和４年になっていますよね。そう

すると令和２年度、３年度っていうのは空白になるんですけど、これは

現状の高潮ハザードマップで市民のほうへの周知はそのままで約２年は

今のままということですか。 

 

森弘建設部次長兼土木課長 総務とも関係があるんですがまず、今出来上がり

つつあるのは県のほうの洪水浸水想定区域図っていうのは有帆川だけに

なります。とりあえずこの有帆川が出来上がったものでうちはハザード

マップを作ります。厚狭川に関しては、令和２年の８月頃まで掛かるだ

ろうということですので、これが出来上がらないとハザードマップを作

れませんので令和３年度にそれをやりますと。そして、高潮のハザード

マップに関しては令和２年度中に、想定図ができますのでそれをもって

令和４年度にハザードマップを作るという、なるたけ遅滞がないように

１年ごとに作っていくということです。 
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宮本政志委員 １７２ページに令和４年度は４地域ってありますよね。４地域

っていうのは有帆川と厚狭川と別で４地域ですか。その４地域を教えて

ください。 

 

森弘建設部次長兼土木課長 高潮のハザードマップは小野田地区、西沖地区、

厚狭川周辺地区、埴生地区、これは既存のものがございますのでそれと

合わせた形になっています。 

 

藤岡修美副分科会長 ここに平成１８年に作られたハザードマップがあって、

関係自治体、世帯に配られたと思うんですけど想定されているのはこう

いったものをまた作るということで考えていいですか。 

 

森弘建設部次長兼土木課長 現在のものに対して、幾つかプラスアルファして、

まず雨量が１００年確率ではなくて１，０００年確率、あるいは中国地

方の西部地区に降った最大のもののどちらか強い雨量で浸水するマップ

を作り、かつ、浸水継続時間と家屋倒壊等氾濫想定区域っていうものも

加えたものが今度のハザードマップであるということです。 

 

藤岡修美副分科会長 そういうんじゃなくて一般質問もしたんですけど、山口

市はこういった冊子で作っていて、このように各家庭で保存が利くのか

っていうのと、自治会とか自治会の中の班とかそういった形で避難訓練

とかやるべきと私は思うんです。というのが新年度から自治会の班長が

回ってきてこの辺、取り組んでいかないといけんのかなと思ったんです

けど、そういったときにこういった広げるような形状で実際どうなのか。

これは貼るのはいいんだけど。だからその辺もこれは総務になるんでし

ょうけど、目が行くような形で。これは要望です。 

 

中村博行分科会長 ほかの地域では冊子みたいになって穴が開いてひもを通せ

るようなものでいつでも見られるような居間に掛けられるようなものが

あればというのはあります。 
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宮本政志委員 ２級河川だと思うんですけどそれぞれ準用河川が三つぐらいこ

う流れ込んでいますよね。例えば厚狭川で言ったら宗末、大道畑とかあ

るいは有帆川で言ったら日の出とか流れ込んでいる河川も視野に入れる

のか、それか２級河川しか考慮してないんですか。 

 

森弘建設部次長兼土木課長 ２週間ぐらい前に出来上がったものをちょっと見

せていただいたんですが、２級河川のみです。 

 

髙松秀樹委員 ９００万円の内訳なんですけど、一つは印刷費、ほかに何かあ

りますか。 

 

森弘建設部次長兼土木課長 県から提供されるのは浸水想定区域図だけですの

で、その想定区域図を基に避難方法、避難場所等を考慮したマニュアル

的なものを張り付けたものを印刷するという作業になります。避難方法

等を考察した部分のコンサル料が入っているということです。 

 

髙松秀樹委員 今の説明はコンサルにそのようにさせてそれを印刷して合計が

９００万円。これは別々に入札をされるんですか。 

 

森弘建設部次長兼土木課長 事業費を算出したものはコンサルから一括してこ

れを作業をするということで、見積りを取っています。先ほどのどうい

う作業をするのかというお話ですけれども、災害情報の整理、避難情報

の整理、あとはハザードマップの現案の作成をしてそれを印刷する、あ

るいはホームページに上げるためのデータを作るというような作業です。 

 

中村博行分科会長 一番肝腎なのは近年の災害で避難してないんですよね。ハ

ザードマップの地域が。いいものができてもそれをしっかり訴えるだけ

の内容でないと意味を成さないのでその辺も考慮した中でお願いしたい。 

 

森山喜久委員 要望になると思いますが、ハザードマップを今から作られると
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いう中で今のは残念なことに、例えば冠水地域で２メートルから５メー

トルのところで厚狭のところではピンクなんです。でも有帆川もところ

は濃い水色なんです。一貫性がないんですよ。３か年と分かれるならば

業者のほうもそれぞれ入札でそれぞれ異なっていくんでしょうけど、そ

ういったところの様式の統一性をきちんとしていってもらいたいという

ふうに思いますので、よろしくお願いします。 

 

中村博行分科会長 それでは次の審査事業始めます。３８番の説明を求めます。 

 

河田都市計画課長 審査対象事業３８番、公園内老朽化施設等撤去事業につい

て説明いたします。審査資料の１７５ページを御覧ください。本事業は、

経年劣化等により使用を禁止している公園内の老朽化した施設について、

長年放置することは公園管理上好ましくなく、また、景観も損ねている

ため、順次撤去していくものです。令和２年度は江汐公園ボート乗り場

の施設を撤去する予定です。審査資料の１７７ページと１７８ページを

御覧ください。１７７ページは、江汐公園のボート乗り場の位置図です。

冒険の森の冒険の橋の近くにあります。１７８ページは、ボート乗り場

の写真です。江汐公園ボート乗り場は、昭和４４年に市からの要望によ

り、有限会社江汐観光が設置し運営を開始した施設です。その後、老朽

化によりさび等で美観が悪くなり、また、床に穴が開いて危険な状態と

なったため、平成５年に改修工事を行いました。しかし、平成１７年に

相次ぐ台風襲来の被害を受け、桟橋が安定せず危険な状態となったため、

営業を停止しました。平成１７年９月に営業を停止してから、既に１４

年が経過しており、このまま放置しておくことは公園管理上好ましくな

いため、撤去を行うものです。審査資料の１７６ページを御覧ください。

令和２年度の予算は工事請負費で、江汐公園ボート乗り場撤去工事費８

５３万８，０００円、財源内訳は全額、江汐公園施設整備基金となりま

す。公園内老朽化施設等撤去事業の説明は以上です。御審査のほど、よ

ろしくお願いいたします。 
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中村博行分科会長 それでは質疑を求めます。 

 

恒松恵子委員 古いボートが転がっていますが、あれは同時に撤去されますか。 

 

河田都市計画課長 今おっしゃるように古いボートが置いてある部分もありま

すが、予算上、今回はボート乗り場の撤去のみということで、それらの

古い施設についても順次、財政等と協議して撤去を考えていきたいとは

思っております。 

 

中村博行分科会長 沈没しているのもあるやろ。 

 

宮本政志委員 長年放置ってなっていますよね。この１７６ページで見ると平

成１７年の営業停止から状態が悪化してきたっていうことで、約１５年

放置していたということですか。 

 

河田都市計画課長 大変申し訳ありませんが、平成１７年から営業停止し、そ

のまま放置されている状況でございます。これにつきましては、なかな

か撤去工事費っていうのが非常に掛かりますので今回ようやく撤去工事

に掛かるということで、予算を計上しております。 

 

宮本政志委員 別段ここに来て１５年放置で事故とかが起こったからじゃなく

て、予算ができたんでやりますよってことでいいんですね。 

 

河田都市計画課長 そのとおりでございます。別に事故等があったわけであり

ませんが、施設等につきましてはできるだけ修繕して使えるものを優先

に改修とかしております。使用できるものは使用していくということで

行っておりますが、使用できない物のというのはなかなか予算が計上し

にくい部分もありまして、協議の中で撤去をさせてほしいということで

計上させていただいております。 
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宮本政志委員 令和３年度、４年度になるかもしれませんが、トイレがそれぞ

れ２基、３基改修していくみたいですがこれは身体障がい者用も考慮さ

れますか。 

 

河田都市計画課長 令和３年度以降につきましては、老朽化施設でありますの

で、撤去するということで今考えております。浜河内緑地のトイレにつ

きましては、身障者を含めたトイレを設置しておりますので、そういう

関係で老朽化の施設を撤去していくということで計上しております。 

 

髙松秀樹委員 江汐公園のボートに昔乗ったことのある方も多いと思うんです

が、非常に寂しいですよね。しようがないんですが、ずっと議会でも同

じような答弁をされて、修繕をして再開するというような協議はされて

いたと思うんですよ。どうしてこういうふうな廃止となったんですか。 

 

河田都市計画課長 長年放置しておる部分とそれから修繕をしてまた再開とい

うような部分につきましては、実際に運営できる可能性が少ないという

ことで当時は江汐観光という会社が運用していただいたんですけど、再

開できるような見込みはないということで内部ではそういう考え方でご

ざいます。 

 

森山喜久委員 これの財源が江汐公園施設整備基金というもので８５３万８，

０００円、それが１００％充てられるというふうな形なんですが、これ

自体は一定程度積立てはあるかと思うんですが、先般の財政のほうに出

してもらった資料では、やっぱり７，０００万円くらいの積立てがある

と。そちらのほうを含めて整備、改修というふうなことでボート乗り場

の撤去以外のところでも積立てをしている部分は、何か改修していく目

的があるのかどうか、それを教えてもらえますか。 

 

河田都市計画課長 令和２年度末で７，８００万円程度の金額の積立金があり

ます。言われたように令和２年度はボート乗り場の撤去、それからテニ
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スコートの部分改修、それらを行う予定にしております。その後今県か

ら市のほうに移管を受けて町が管理しておるんですが、橋りょう等が３

か所あります。橋りょう等の補修とか改修とか、そういうようなものが

出てきますとかなりの費用が掛かりますので、現在橋りょう点検につい

ても今年度から３基を順次、点検を行っております。そういうのを含め

て施設を大規模な改修とか出てくる可能性があるということで基金の積

立てを行っております。 

 

恒松恵子委員 ボート乗り場の入り口にチェーンの掛かった２階立建ての施設

があるんですが、子供たちの遊び場の近くで危険と思うんですが、令和

３年度の見晴らし棟の撤去と考えていいですか。 

 

河田都市計画課長 おっしゃる施設については上がるのも危険な状況というの

がありますので、令和３年度に予算は計上していきたいと考えておりま

すが、実施できるかどうかはまだそのときになります。 

 

中村博行分科会長 先ほど髙松委員がおっしゃったように交流人口の増加とい

う意味で含めてボートというのは常盤公園なんかはそれで賑わう元にも

なっていますので、今後検討必要があろうかと思いますので、お願いし

ます。 

 

岡山明委員 写真を見るとボートがあるような感じですね。これも撤去される

ことですか。 

 

河田都市計画課長 ボート乗り場のすぐ横にあるやつは撤去をいたします。先

ほど申し上げた別の部分にもボートが放置されたものがありますので、

そちらのほうまでは全部できないかもしれません。 

 

岡山明委員 溜まっているボートがあると思うんですが、それは回収されると

いうことですよね。 
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高橋都市計画課技監 ボートについては手こぎボートと足こぎボートの２種類

がありまして写真に写っているのが手こぎボートなんです。これがデッ

キにくくり付けて流れないようにしております。これは令和２年度の工

事で撤去します。先ほど課長が言っていました足こぎボートについては、

冒険の森の近くの池の入り江になっているところに隠してあるような形

です。ですからたちまちは美観上は問題ないと思っていますが、これは、

江汐観光の所有にもなるんじゃないかなというふうに私たちは思ってお

りますので、江汐観光さんとも協議しながらしかるべき時期に撤去を検

討したいと思います。 

 

髙松秀樹委員 江汐観光は今も存在しているんですか。 

 

高橋都市計画課技監 存在しております。 

 

中村博行分科会長 それでは、審査番号３８番を終わりまして３９番に行きま

す。 

 

河田都市計画課長 審査対象事業３９番 本山岬公園整備事業について説明い

たします。審査資料の１７９ページを御覧ください。本事業は、くぐり

岩で注目を集めている本山岬公園について、今後増加が見込まれる来訪

者に対応するため、景観の支障となる樹木を伐採し、トイレの更新や駐

車場整備などの必要性について検討を行うものです。令和２年度は、展

望広場からの景観を確保するため、周辺の樹木の伐採を行う予定です。

審査資料の１８１ページと１８２ページを御覧ください。１８１ページ

の写真は、展望広場の現状です。展望広場周辺の柵の外側にある樹木が

成長して繁茂していますが、柵の外側は崖地で危険性もあることから指

定管理による維持管理は行っていなかったため、景観を阻害する状態と

なっています。１８２ページは、今回、樹木の伐採を予定している箇所

です。展望広場の南側から西側にかけて樹木の伐採を行うことで、九州

などを一望することができ、また、くぐり岩を上から見ることができる
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ようになればとも考えています。審査資料の１８０ページを御覧くださ

い。令和２年度の予算は委託料で、立木伐採委託料１，０９万７，００

０円、財源内訳は全額、ふるさと支援基金となります。本山岬公園整備

事業の説明は以上です。御審査のほど、よろしくお願いいたします。 

 

森山喜久委員 説明の中にあったんですけども、木の伐採というふうに聞いた

んですが、これは伐採なのか伐根なのか、教えてください。 

 

河田都市計画課長 流木の伐採ということで考えております。がけに近いとな

りますので、伐根までするとがけが崩れるというような状況も考えられ

ますので、伐採までということに考えております。 

 

森山喜久委員 先ほどあったように景観スポットという形の分で見晴らしをよ

くするという形であれば、伐採であれば３年から５年に一遍ぐらいは切

っていかなきゃいけないという状況で、抜本するなら例えば造園業者さ

んとか、そういった専門業者の方々と相談して例えば芝生を植えるとか、

そういうふうな形の分も含めてがけが崩れないような形で話をされたか

どうかちょっと分からないんですけど、そういったところも視野に入れ

て、せっかく整備するならばそういったことをしたほうがいいのかなと

思っているんですがどうですか。 

 

河田都市計画課長 がけ地の部分っていうのが、芝生を植えるような状況の土

地というか地盤ではございませんので、大変申し訳ございませんが、伐

採までしかできないと考えております。できるだけ根本のほうから切れ

れば切る形で景観を確保できる年数を長く取れればいいなというふうに

は考えています。 

 

宮本政志委員 トイレの新設ですが身障者用の予定は考えられていますか。 

 

河田都市計画課長 観光との関係でありますが、来訪者とかが増える状況でそ



19 

 

れらを改修するということになれば、その必要性等については内部で協

議をしているところでございますので、まだ令和３年度以降の予定は今

上がっておりませんけど、それらのことについて、必要性があるという

ことになればその辺りも考えていくことにはなると思います。ですから

トイレの状況等についてはまだ詳しいことはまだ決まっておりません。 

 

岡山明委員 この岬へ入る道が狭いということで導入路に対する整備はどうい

う考えですか。 

 

河田都市計画課長 現状おっしゃられるように片側通行しかできないぐらいの

広さであります。今、奥に駐車場も１０数台程度の小さな駐車場という

ことで、今後来訪者等の状況見ながら駐車場の整備、先ほど言ったトイ

レも含めて駐車場の整備も必要性について検討していくと。そうなれば

今の道路の拡幅という形でそれも含めて今検討している状況でございま

すか。 

 

岡山明委員 導入路は市道ですか。 

 

河田都市計画課長 駐車場の入口のところまでは市道になっております。実際

道路の幅の部分が市道ですから、それより拡幅するとなると民地がござ

いますので、それも含めていろいろ必要性等についても検討している状

況でございます。 

 

岡山明委員 今市道と確認しましたので、普通の管理なら年２回くらいの草刈

りという状況と思うんですが、くぐり岩周辺の整備となっても管理は少

し変えていく必要があると思うんですけど、その辺は今まで従来どおり

の清掃管理の維持になりますか。 

 

河田都市計画課長 導入路につきましては市の土地部分については必要に応じ

て、枝を切ったりとか車に支障がないように指定管理者のほうで行って
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いただいております。民地の方につきましては民地の方の了解を得て草

を刈るとかそういうことが必要であれば、行っていくということで考え

ております。 

 

恒松恵子委員 計画的に整備を行うとのことですが、シティセールスとの計画

的な伐採することによる交流人口の増加等の計画的な案はあるんですか。 

 

河田都市計画課長 シティセールス課、観光部門では今年度竜王山それから焼

野海岸、本山岬を含めた南部地区の観光プロモーションという形でいろ

いろ調査等行っておられます。それらと一緒になって協議を進めておる

ところでございます。 

 

中村博行分科会長 もう写真なんかこれメーンに使うほどの絶景で十分活用し

ていただけると思います。では審査番号４０番に行きます。それでは審

査対象事業４０番、スマイルエイジングパーク事業について説明いたし

ます。 

 

河田都市計画課長 審査対象事業４０番 スマイルエイジングパーク事業につ

いて説明いたします。審査資料の１８３ページを御覧ください。本事業

は、健康寿命の延伸を目指すスマイルエイジング事業の一環として、市

民が運動を始め、またその習慣を継続させやすくするための環境づくり

を行うものです。事業内容は、須恵健康公園や江汐公園などの都市公園

において、ウオーキングコースとして利用できる園路の部分改修や健康

遊具の設置などを行うものです。令和２年度は、須恵健康公園において

園路の部分改修と健康遊具の設置を予定しております。審査資料の１８

５ページの概要図を御覧ください。須恵健康公園の園路は、外回り６０

０ｍ、内回り４００ｍでウオーキングの距離の目標が立てやすいことや、

弾力性のあるゴムチップを使用した舗装で足腰など身体への負担が少な

く歩きやすいことから、ウオーキングを行う市民が多く訪れています。

公園の供用開始から３０年を経過しており、ゴムチップ舗装が老朽化に
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より剝がれた部分や樹木の根の影響で盛り上がった部分などが複数個所

あることから、つまづいたりするなど、ウオーキングに支障のある箇所

について、部分改修を行います。健康遊具の設置は、軽運動広場に５種

類の健康遊具を設置し、それぞれの健康遊具には、名称や使用方法など

を書いた説明板も取り付ける予定です。健康遊具の種類については、背

筋を伸ばしてストレッチを行うベンチなど、複数の候補の中から健康増

進課などの関係部署と協議して決定します。また、市のホームページな

どで健康遊具の設置について市民に周知し、利用促進を図っていくこと

も考えています。審査資料の１８４ページを御覧ください。令和２年度

の予算は工事請負費で、園路改修工事費８１０万円、健康遊具設置工事

費６６０万円の合計１，４７０万円となり、財源内訳は地方債６００万

円、まちづくり魅力基金６６０万円、一般財源２１０万円となります。

スマイルエイジングパーク事業の説明は以上です。御審査のほど、よろ

しくお願いいたします。 

 

髙松秀樹委員 ２８５ページのこの図面見ているんですけど、右の注釈のとこ

ろに延長６４５メートルでありますけど、これ色がちょっと薄く付いて

いるとこが６４５メートルなのか。そして改修延長８０メートルとなっ

ていますけど、これがどこの部分に当たるのか説明してください。 

 

河田都市計画課長 先ほど申し上げました外回り６００メートル内回り４００

メートルと申し上げましたが、今、一番外側の外周が園路が６００メー

トルあります。それから下側の部分の内周りが４００メートルの園路が

あります。その中で延長６４５メートルと書いてありますのはゴムチッ

プの舗装でない部分もございます。インターロッキングとか、そういう

ような部分のもありますので、ゴムチップ舗装が６４５メートルあると

いうことでその中で、今改する部分的な箇所を図示はしておりませんけ

ど、木の根で盛り上がっている部分とか舗装が剝がれた部分が複数箇所、

各地ありますので、その中を再度、検討して必要なところを予算の中で

やっていくというふうに今考えております。 
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髙松秀樹委員 補修みたいな形でちょこちょこやっていくということですか。 

 

河田都市計画課長 樹木で根上がりした部分、剝がれた部分を部分改修という

ことです。全面改修すると相当の費用が掛かりますので、部分改修で対

応していきたいというふうに考えています。 

 

髙松秀樹委員 次に健康遊具設置５基とありますけど、軽運動広場って私も最

近行ってないんですけど、遊具が既に何個かあるとすればその遊具をど

うするのか。 

 

河田都市計画課長 開設当時にこの軽運動広場に健康遊具を５基設置しており

ました。木造の遊具で老朽化で使えなくなりますので、現在撤去してお

ります。その部分について新たに健康遊具５基を設置したいというふう

に考えています。 

 

岡山明委員 私もこの５年前に一般質問で話をしたんですが、壊れたものが残

っているということで撤去してくださいと言った状況なんです。そうい

う意味で今回スマイルエイジングという言葉の下で高齢者向けの遊具を

作るという状況で、作った後の維持管理についての市の考え方はどうい

うふうに持っていますか。 

 

河田都市計画課長 開催当時付けておった遊具は木製の遊具で老朽化したとい

うことでございます。今回付ける遊具は台数的にそういう維持管理の必

要性が少ないもの、それから、長寿命化の遊具ということで材質を考え

て設置したいと思っております。周辺の維持管理につきましては今指定

管理ということで今行っておりますので、それらの中で行っていくとい

うふうに考えております。 

 

藤岡修美副分科会長 財源で地方債、その他まちづくり魅力基金とありますけ

ど、健康増進課と調整するとあるんで厚生労働省関係か何かその辺りな
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のか。そういう国交省辺りの地方債がつくのか、その辺は分かりますか。 

 

河田都市計画課長 特に補助事業というのはありませんので、地方債につきま

しては一般の地方債、それから、まちづくり魅力基金で健康遊具の設置

ということを財政と協議した中で決めております。 

 

森山喜久委員 議会報告会とかで須恵公園に行ったりすると夜にジョギングと

かをしている方が結構いるなと。その中で夜の照明とか防犯上は今のと

ころ問題がないという認識でよろしいですか。 

 

河田都市計画課長 園路の周辺それから広場等については夜間照明がついてお

りますので、防犯上は特に問題ないと考えています。 

 

中村博行分科会長 では審査番号４４番用途地域見直し事業にいきます。 

 

河田都市計画課長 審査事業４１番 用途地域見直し事業について説明いたし

ます。審査資料の１８７ページを御覧ください。用途地域見直し事業は

令和元年度から令和２年度の２か年で、都市計画マスタープランに示す

土地利用方針と現在の用途地域が著しくかい離している区域を対象とし

て、現況調査などにより抽出した見直し候補区域について検討し、新規、

変更、廃止等の指定を行う事業です。用途地域の指定のない区域におい

ては、良好な住居の環境を有する住宅地や大規模な商業業務施設の周辺

地、道路等の基盤施設の整備により計画的に市街地を誘導すべき地域な

どについて、適正かつ合理的な土地利用を図るために、市全体の都市機

能の配置及び密度構成を勘案し、用途地域の新規指定を検討します。用

途地域を指定している区域においては、土地利用の現況や動向、公共施

設の整備状況や用途地域の指定の経緯などを勘案し、適正な用途地域へ

の変更を検討します。また、現在、山林や農地などの自然的土地利用が

主体で今後も都市的土地利用が見込まれない地域や営農を継続すること

が見込まれる集落地などについて、農業振興に係る土地利用などとの調
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整を図り、用途地域の廃止を検討します。審査資料の１８８ページを御

覧ください。用途地域見直し事業の２か年の総事業費は、委託料の１，

４１６万５，０００円と印刷用紙の消耗品費の２５万円を合わせた１，

４４１万５，０００円で、令和２年度は６９５万８，０００円、財源内

訳は、全額一般財源です。審査資料の１８９ページを御覧ください。令

和元年度の進捗状況は、地元からの請願、要望などを含めて現況調査に

よる用途地域の見直し候補区域の抽出が終わり、現在、抽出した１９箇

所の区域に対して検討を行い、見直し案を作成しているところです。令

和２年度は、関係機関や関係部署と見直し案について協議し、住民説明

会や見直し案の縦覧、都市計画審議会への諮問など、都市計画法に基づ

き変更手続を進めていく予定です。都市計画法に基づく変更手続は、危

険物の貯蔵量について不適格となっている山口東京理科大学周辺区域と、

その他１８箇所の区域の全体的な見直しの二つに分けて進めていきたい

と考えております。山口東京理科大学周辺区域については、学生の授業

や実験などに影響を及ぼさないようできるだけ早く変更手続を進めるた

め、現在、山口県や隣接の宇部市との協議を行っている状況です。その

他１８か所の区域については、農林関係部署との調整などを含めて令和

２年度末までに完了したいと考えております。用途地域見直し事業につ

いての説明は以上です。御審査のほど、よろしくお願いします。 

 

森山喜久委員 説明の中であった土地利用方針と現在の用途地域は著しくかい

離していると説明があったんですけど理科大のところはいいんですけど、

それ以外のところで実際、具体的にどういったところがあるのか説明で

きれば教えてください。 

 

河田都市計画課長 現在利用されている土地利用とそれから今回、都市計画マ

スタープランで新たに土地利用を変えていくような部分については各地

区いろいろ１９地区ありますので、それについては今まだ見直し案を検

討中でございますので、地区については申し上げませんが、その中には

請願とか、要望とかで今の農地等についての土地利用計画を変えてほし
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いとかっていう請願等も出ておりますので、それを含めて今検討してお

り実際に検討の内容につきましては具体的な部分、財政との調整とか、

その辺も含めてやっていかないといけないのでまだ案としては、最終的

にはまだできておりません。今後土地利用を都市的土地利用とするとい

うことにつきましては、実際に部分について道路計画とか下水道計画と

かそれらも含めて検討しなければいけないので、予算的なものがかなり

影響してくることもありますので、それを含めて、今検討中ということ

でございます。場所についてはいろいろありますのでここで御説明でき

ないことは御了承いただきたいと思います。 

 

宮本政志委員 今の御説明でちょっと安心感が出てきたんですけど、理科大の

件も出てきたんですけど例えば今から見直ししていくのに居住地域から

例えば工業地域とか、商業地とか、がらっと変わるのもありますよね。 

新規、変更、廃止ですから。今からそういった見直しの中に含まれます

よね。 

 

河田都市計画課長 変更の部分についてはおっしゃるようにそういう変更が出

てくると思いますが、基本的には、居住区域について環境が悪化するよ

うな部分については考えるとこはないと思います。理科大周辺はちょっ

と別になりますが現状の大学があるということでの変更になりますので

その他の区域については、例えば準工業とか悪化させるような形の部分

については考えてはいかないというふうに思っております。 

 

藤岡修美副分科会長 理科大調査特別委員会も兼ねていますのでお聞きします

けども、大学は急いでおられると思うんですよ。大体のめどを分かる範

囲で。 

 

河田都市計画課長 山口県といろいろ協議をしております。その中で隣接市の

宇部市とも今協議を行っているところでございますが、できれば半年ぐ

らいでできないかなというふうには、今考えております。 
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中村博行分科会長 それでは４１番終わりまして４２番に行きます。 

 

辻永建築住宅課長 それでは、資料番号４２、事務事業名、市営住宅外壁改修

工事について御説明いたします。資料の１９１ページをお開きください。

事業の概要についてですが経年劣化により外壁の落下の危険がある市営

住宅の外壁改修工事です。現在剝離などが発生しており、外壁落下の危

険を伴うため計画的な工事によって危険を排除し建物自体の長寿命化を

図るものです。対象は市営住宅の外壁、手段は工事による改修意図は市

営住宅の安全性、機能性の確保及び計画修繕による建物の長寿命化とし

ております。成果指標として市営住宅外壁改修工事の施工を挙げており、

令和２年度に古開作団地Ｃ棟を１棟予定しております。資料１９３ペー

ジに古開作団地Ｃ棟の位置図を添付しております。当該団地は、須恵小

学校区内に位置しており、近隣に市営住宅古開作第２団地、通称えびす

団地や県営住宅があります。また、Ｃ棟は昭和５８年度に建設された管

理戸数２４戸、中層耐火構造で、４階建ての建物であります。資料１９

１ページにお戻りください。令和２年度に向けた評価の欄は新規事業の

ため空欄としております。妥当性についてですが、総合計画の施策に沿

うもので市は市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うよう努める義務が

あり、長寿命化を図ることにより、ライフサイクルコストの削減を図る

ものなので妥当性はあると考えます。有効性についてですが、計画的に

実施しなければく体の劣化を招き、入居者の安全を図れないこと、類似

事業がないこと、市営住宅長寿命化計画に位置づけられていることから

有効性はあると考えます。効率性についてですが、事業対象は市の施設

で市が維持管理を行い、受益社に負担を求めることは適当ではなく、設

計書作成の上、競争入札とし適正な許可価格競争がなされるので効率性

はあると考えます。資料１９２ページをお開きください。支出内訳は令

和２年度において工事請負費として、４，０３３万円としています。ま

た、財源としてその２分の１、２，０１６万５，０００円を国庫支出金、

２，０１０万円を充当率１００％の地方債、残りの６万５，０００円を

一般財源としています。なお、この国庫支出金は社会資本整備総合交付
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金を充てています。以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

髙松秀樹委員 １９３ページの地図なんですが、これって何を表しているんで

すか。 

 

辻永建築住宅課長 市内における団地の市も含めたＣ棟の場所です。 

 

髙松秀樹委員 ちょっと分かりにくいんで、これでは何も分からないんです。

僕らは市民なんで大体山陽小野田市がどういう形になっているか知って

いるんで、これどこにあるかを明示したいんじゃないんですか。古開作

団地のＣ棟がどこにあるかっていうのを明示するための地図じゃないん

ですか。 

 

辻永建築住宅課長 団地の位置図にはなっているとは思うんですが、Ｃ棟の位

置図というところにおいては拡大したものを添付すべきでした。申し訳

ございません。 

 

髙松秀樹委員 この古開作団地のＣ棟は地区何年なのか。年度を見てみるとＡ

棟とかＢ棟もあるのかないのか教えてください。 

 

辻永建築住宅課長 Ｃ棟は昭和５８年度ですから３７年程度になります。それ

からＡ棟につきましては、既に平成１１年度に外壁改修を、またＢ棟に

ついても平成１０年度に外壁改修を行っておりますので、新規事業とし

て今回Ｃ棟を最初に挙げております。 

 

中村博行分科会長 順次やっているということね。 

 

森山喜久委員 図面の部分でもあそこは１０戸ぐらい道路を挟んで反対側に県

営住宅があったと思うんですけどここの市営住宅自体が全部で何棟ある

のか教えてください。 
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辻永建築住宅課長 古開作団地につきましては５棟、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅの５

棟あります。 

 

森山喜久委員 ５棟あるうちで今からＣ棟をやられると。３６年から３７年た

っているから今回大規模改修をやっていくということなんですが、その

耐用年数の設定は何年を見込んでいるのか教えてください。 

 

辻永建築住宅課長 具体的に耐用年数を設定しているわけではありませんが、

現状外観を目視する限りにおいて、剝離など中の鉄筋が破裂したのでは

ないかと思われるので外壁改修を計画的に行っていくということです。 

 

森山喜久委員 よく耐用年数はコンクリートの建屋でも５０年から６０年で設

定して今回３０年たったからやっていくという計画をしていくっていう

のは当然必要と思うんですけど、目視で今回やらんといけんなという分

で確認されたということですか。 

 

辻永建築住宅課長 長寿命化計画においても程度計画はしておりました。ただ、

実際に剝離があるということも今回計画に挙げさせていただいた一つの

要因であると思います。 

 

岡山明委員 １９１ページの意図という部分で市営住宅の確保及び計画修繕に

よる建物の長寿命化という表現されていて、管理基準は設定する必要が

あると思いますが、それはありますか。 

 

辻永建築住宅課長 先ほども説明の中に付け加えさせていただいておりますけ

ど、市営住宅の長寿命化計画というのがございまして、その中で外壁改

修は位置づけられております。今回、予算計上している長寿命化計画は、

２か年で債務負担行為を取らせていただいている格好になっております。

前回改定が１０年前というところで今後新しい長寿命化計画の中で計画

を立てていくことを考えておりますので、それが一つの基準となります
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し、その計画に載せていくことによって社会資本整備総合交付金の補助

対象にもなるということになっております。 

 

宮本政志委員 今おっしゃっていることっていうのは分かるんです。森山委員

とか岡山委員が言われたことで築３７年やからその建物の耐用年数って

いうのより建て替えるよりは、当然長寿命化で行ったほうがっていうこ

とをいろいろ試算した中でこの妥当性の中のライフサイクルコストって

非常に世間的にこの言葉って言われてますんで、そういったところを全

部踏まえて今回こういった計画を上げてこういったことがほかの公共施

設とか、今、総務省が公共施設のほうの更新費用っていうのを一生懸命

こういうふうに総務省のほうが出していますが、そういったことも踏ま

えてそれよりは長寿命化ということを言われているんですよね。 

 

辻永建築住宅課長 そのとおりです。 

 

宮本政志委員 ただ築年数がああは言っても３７年とかいうことだけじゃなく

て、そういった建て替えと長寿命化を図りながら、今後ほかの公共施設、

市営住宅だけじゃなくてそういったものにもそういう前提で計画立てま

すよということですね。（「はい」と呼び者あり） 

 

岡山明委員 このＣ棟は昭和５８年そういう状況で、今回耐震化という部分は

済まされていますか。 

 

中村博行分科会長 耐震化が済んでいるかどうかだけでいいです。 

 

山本建築住宅課建築係長 古開作団地についても耐震性はあるものと判断して 

おります。 

 

中村博行分科会長 その義務付けはないんでしょ。昭和５８年築やったら。義

務付けはないよね。Ｃ棟の居住率はどのくらいですか。 
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辻永建築住宅課長 全部は入っておりません。手持ち資料として用意しており

ません。済みません。 

 

宮本政志委員 御丁寧に御答弁されたんでその長寿命化っていうことに関して、

今日ライフサイクルにしてもいろいろこう資料を持ってきていたんです

が、今の説明を聞いてちょっと話がずれるかもしれんけど、この間、議

運の中で１８０条の専決の中でやっぱり建築住宅課の公共工事に関する

ことで、体制づくりということは非常に議運のメンバー言っていました

よね。そのときに芳司部長、森部長は体制づくりっていうことをきちっ

と今後やっていきますと、公共をこういった工事に関して。そういった

答弁の中で今せっかく、これだけの根拠をもって説明をされている建築

住宅課ですからですからいろんな担当課と横の連携っていうのをしっか

りされたほうがせっかくこういうのもせっかく理解して全部、根拠を持

ってされているんだから。 

 

岡山明委員 今、耐震化の話が出たんですけど、耐震化という状況でこの市営

住宅の中でもアパート関係なんですけど、耐震化が済んだアパートはあ

りますか。 

 

石田建築住宅課主査 市営住宅については耐震性はあると判断しております。

改修する必要はありません。 

 

中村博行分科会長 基準に基づいてやっているということね。耐震化の義務付

けのあるものはないということね。だから昭和５６年以降の建物である

ので、その義務がないので耐震性はあるという判断ということでいいで

すか。 

 

辻永建築住宅課長 当時の耐震基準に合っているということで新たに耐震工事

を行った建物はないということでございます。 
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中村博行分科会長 要するに耐震工事をしたケースはないということですね。 

ここで一旦休憩に入ります。次は予算書のほうから入ります。４０分ま

で休憩。 

 

午前１０時３０分 休憩 

 

午前１０時４０分 再開 

 

中村博行分科会長 休憩前に引き続きまして分科会を続けます。 

 

井上下水道課長 先ほどちょっと答弁の中で誤りがありましたので訂正をさせ

ていただきたいと思います。先ほど浄化槽に対する答弁の中で、受益者

負担金徴収の法令根拠を都市計画法というところを誤って下水道法と申

し上げてしまいました。申し訳ございません。 

 

中村博行分科会長 それでは予算書２２０ページからページを追っていきます。 

それでは２２０、２２１の土木費。２２２、２２３ページ。 

 

髙松秀樹委員 ２２３の委託料の草刈り等委託料について説明をお願いします。 

 

森弘建設部次長兼土木課長 急傾斜地の草刈りです。見積りを取って業者委託

でやっております。 

 

森山喜久委員 １３の委託料、道路台帳整備の委託料のほうなんですけれど、

昨年までは２９６万９，０００円という形だったんですが、今回５００

万円近い増額というふうになっているんですが、これちょっと説明して

もらっていいですか。 

 

泉本土木課技監 これにつきましては、例年よりもちょっと延長が増えておる

ということで、事業費が増えておるんですけれど、今有帆小学校のとこ
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ろ県道がうちのほうに下りておりその辺を含んでおるのとあとはうちの

ほうが工事等を行ったりしたところで道路区域が変わってきたと。その

整備ということで、今約１，８００メートルを予定しております。その

金額となっております。 

 

藤岡修美副分科会長 小規模土木事業なんですけども、議会報告会のたびに地

元から地元の負担率下げてくれという要望が大変強いんですけど、現在

の状況でその辺が検討されているのかどうか。 

 

森弘建設部次長兼土木課長 毎回お答えしているんですけども、小規模土木事

業助成金の予算が平成２７年度４，１３０万円、平成２８年度が３，８

５０万円、平成２９年度３，９００万円でこの予算規模では、前年度に

受け付けた事業が、翌年度に全て助成できず事業が停滞していました。

その事業の停滞を解消するため、まず平成２８年度受付分から、補助率

を７０％にさせていただいたわけですけれども、好転しておりません。

平成３０年度に４，８４０万円の予算を付けていただき、停滞していた

事業全て精算しております。令和元年度の予算３，３４９万円５，００

０円で、例年よりも過小ではありますけれども実施件数が４２件、１件

あたり補助額が４０万３，０００円と実施件数１件当たりの補助額がと

もに例年よりも少なかったことから助成金は全てまかなえています。し

かし、２か年だけの傾向では事業規模を判断するのに足りる材料ではあ

りませんので、もうしばらく様子を見させていただければと思います。 

 

中村博行分科会長 少ない戸数の自治体が同じような負担では厳しいという声

が上がってきますので検討してください。 

 

岡山明委員 道路台帳委託料の話が出たんですがどういう内容ですか。 

 

森弘建設部次長兼土木課長 道路の形状を図面化したもの、道路規格のような

ものを全て記載をしたものと思っていただければと思います。 
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岡山明委員 例えば踏切とかになるとそこの部分は空白となりますか。どうい

う扱いですか。 

 

泉本土木課技監 踏切部分も市道として認定しております。その部分について

は踏切道ということでＪＲに占用という形になっております。踏切施設

についてはＪＲのほうが維持管理しなさいとなっておりますのでその管

理についてはＪＲのほうでしていただいておるという状況です。 

 

中村博行分科会長 １２６、１２７ページ。 

 

髙松秀樹委員 同じく委託料の１２７ページの下のほう、清掃委託料、草刈り

等委託料の説明をお願いします。加えて凍結防止剤配置業務委託料の説

明もお願いします。 

 

森弘建設部次長兼土木課長 清掃委託料につきましてはカルスト森林組合に道

路のそばの出た枝等の伐採をお願いしたりする場合に掛かるものです。

それとあわせて草刈り委託料は自治会とそれから業者に委託するもので

あるわけですけれども地元自治会が３５路線、業者に委託するものが７

４路線で１０９路線を年間委託を掛けております。それから凍結防止剤

配置業務委託料は冬場の凍結する場所に、結局凍結防止剤を２回に分け

て配布をするわけですけどもその委託料になります。凍結委託料は業者

に委託しております。 

 

髙松秀樹委員 草刈りの委託料ですけど地元自治会に３０何箇所ですよね。業

者が７４というかことですけども、（「自治会が２６自治会で３５路線

で、業者が７４路線です」と呼ぶ者あり）地元と業者が分かれているじ

ゃないですか。何でこんなに分かれているのか。何で分ける必要がある

のか。 

 

森弘建設部次長兼土木課長 もともと山陽町時代から山陽町は地元が草刈をし
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ていらっしゃったということで、あくまでこの地元というのは山陽町地

区の話になります。できないというふうに言われたとこは業者委託にな

っているとこもあるようです。 

 

髙松秀樹委員 よくごみの清掃も山陽がどうだってありますが合併しているじ

ゃないですか。その辺の一体化も考えるんですけど金額的にはどうなん

ですか。地元自治会にしていただいた場合と業者に委託した場合。全然

金額が違うんですか。 

 

森弘建設部次長兼土木課長 やはり地元の方がボランティア精神にあふれてい

ますのでこちらのほうが明らかに安いです。 

 

髙松秀樹委員 なかなか言いづらいんですけど市長も協創という言葉を使って

いますよね。ともにっていう話だと思うんです。山陽側は地元自治会の

方も汗をかいて共有物であるこういうところをきれいにして片や小野田

のほうは地元でなくて業者がやっている。何か一本化できるようなこと

はないんですか。例えば小野田のほうも極力、地元で危険がないとこは

やっていただくような方向性を出すとか。そういう話はされて協議をさ

れてないですか。 

 

森弘建設部次長兼土木課長 今のところはございません。 

 

髙松秀樹委員 したほうがいいんじゃないですか。今回の所信表明を見ても藤

田市政は市政運営のスタンスっていうのは、結局行政依存からまだ脱却

して協創という形の中でみんなが力を合わせていきましょうというとこ

だと感じているんですがそういう協議を結果別にしても始められるべき

だというふうに思っています。なぜかっていうと市長トップにしたチー

ム市役所なんでしょ皆さん。そこを考えていくことが僕は重要だと思い

ますけど、今後協議をされませんか。 
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森建設部長 市内の草刈りなんですが、かなりほかにボランティアでやられて

いる部分もあるのは実際あると思います。今、実際業者に委託しておる

ところは、山陽地区も含めて業者委託の部分があるんですが、これにつ

いてちょっと危険があるので地元にお願いするという内容の部分はちょ

っとないと思います。 

 

中村博行分科会長 ほとんど業者の場合は部分的には危険なところもあろうけ

れども、髙松委員の言われているのは山陽側と同じような作業内容を業

者がしている部分については今後検討されてはどうですかということで

すが。地元でできることは地元でやって、このような方向性っていうの

をそういう検討はこれからされないですか。 

 

森建設部長 実際今、業者委託に掛けている路線で地元にお願いできる安全な

部分は今ないと思っております。山陽地区についても旧来から自治会で

やっていただいたところはかなり田舎のほうでもともと農作業と一緒に

やられた延長である部分が多いんですけれど、山陽地区においても、当

然危ないところは業者がやっております。 

 

中村博行分科会長 確かに自治会は、山陽側がほとんどだと思うんですけどね。 

その中でそういう人たちが高齢化しているんですよ。徐々に地元でやり

よった分がもう地元じゃ作業できる人数も限られてきているからこれは

市のほうに戻すというかそういうようなお話はないですか。 

 

森弘建設部次長兼土木課長 実際にそういうお話がございます。 

 

中村博行分科会長 そういう話はよく聞くんですよね。特にのり面が多いです

よね。斜面が。そういったことでそういうことの対応というのは今後、

考えていかんといけないと思いますが、その辺は内部でお話があります

か。 
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森弘建設部次長兼土木課長 草刈りに関しても優先順位を付けて場所を選んで

おりますので、そういう要望があって優先順位が高ければそれを受けて

おります。 

 

藤岡修美副分科会長 市道の草刈り、シルバー人材センターも一部受けていた

時代もあって結構危なっかしい、なかなか高齢者では車が頻繁に通ると

ころをちょっと懸念したんですが、交通量多いところは業者がしっかり

ガードマンというか警備員を付けてはどうかなとは思います。 

 

森山喜久委員 予算の概要の３０ページ、５３番で通学路の安全対策事業とい

うのがあります。これは４，５００万円計上されているんですけど、こ

の交通安全対策事業費のところなのかなと思いながら、そこが分からな

かったんので、該当するか分からないんですが。説明をお願いできます

か。 

 

森弘建設部次長兼土木課長 道路の新設改良部分です。だから２２９ページの

工事請負の一部です。 

 

岡山明委員 草刈りの分で自治体が２６で３６路線あると、例えば自治体のほ

うから中止したいと業者さんも受けているという話聞いて危険性がある

んだから外したいという要望は出てないんですか。（「今質問したばっ

かり」）そういう状況で（「今出ているから優先順位を決めてやってい

ると答弁があった。」）自治会長さんにそういう話をしているんですか。

実際、自治会が２つ増えているんじゃないですか。自治体に負担を掛け

ているように私は思う。これは自治会長さんに市道に関しては業者さん

に任せることもできるとその辺の話も投げ掛けていくべき話じゃないか

と私は思いますが、その辺いかがですか。 

 

森弘建設部次長兼土木課長 自治会の件数は変化はしておらないです。 
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中村博行分科会長 言わせてもらいますと私のところで個人で市道でのり面を

その下にある田んぼの持ち主が斜面をやりよったものができないからと

いうことで、市のほうにお願いしてこれ自治会でやりますからっていう

ことで委託料をもらったケースはある。それはもう３年ぐらい前かな。

それで増えたのもあります。 

 

岡山明委員 私の近所では河のほうの土手はボランティアでやっているという

状況ですから、その辺は初めに自治会長に市道は市である程度面倒見ま

すよとその辺は徹底していただきたいと思います。これはちゃんとお話

をしてこれは今後危険があるから、周知徹底を図っていただきたいと思

います。 

 

森山喜久委員 交通安全対策の関係のほうで２２７ページ、１５工事請負費の

ほうなんですけど、２２７の１５工事請負費で７９４万４，０００円と

いう形なんですけど、区画線とかガードレールとかそういったものかな

というふうに思っているんですけど、予定とかそれが数量が分かれば教

えてもらえますか。 

 

森弘建設部次長兼土木課長 この工事請負費は局部照明施設整備工事とそれか

ら市内一円の交通安全整備工事になるわけですけども、一応枠で取って

あって必要なところに宛てがっています。 

 

森山喜久委員 地元の要望とかここは危険だなというふうなことは、その都度

対応するということでよろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）それ

では２２８、２２９ページ。２３０、２３１ページ 

 

岡山明委員 ２３１ページの上の保障金６００万円は何の保証金ですか。 

 

森弘建設部次長兼土木課長 千町松ヶ瀬線の５００万円と、新生町１号線１０

０万円の移設補償費になります。電柱等の補償費で電柱等を動かさなけ
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ればいけない物件の移設補償費です。 

 

中村博行分科会長 ２３２、２３３，２３４、２３５ページ 

 

髙松秀樹委員 ２３５ページのこの清掃と草刈りの委託料の説明をお願いしま

す。 

 

河田都市計画課長 都市計画費になります。清掃委託料につきましては新幹線

厚狭駅を設置したときの要件に伴う水路の清掃、それから厚狭駅近辺の

南部水路の清掃を行うようになっております。それから草刈り委託料に

つきましては新幹線口駅前広場の緑地帯の維持管理の草刈り、それから

桜川通り線の環境整備としての草刈り委託料等になっております。清掃

委託料の新幹線厚狭駅設置に伴う水路清掃につきましては、ＪＲの下を

通る水路になりますので、これはＪＲの関係ということでＪＲの工事を

行える業者ということで随意契約というふうになっております。それ以

外につきましては、厚狭駅南部水路については、見積りを取っての入札。

これは市内業者です。それから新幹線口の駅前広場緑地帯についてはＪ

Ｒ関連でＪＲの関連の会社ということの随契になっておりますが、昨日

の高松委員からの意見もありますので、来年度についてはその辺も市内

業者も含めて見積りを取るということで検討していきたいと。それから

桜川通り線につきましてはシルバー人材センター福祉関係の団体とかそ

れからシルバー人材センターとの関係の団体に随意契約ということで中

で委託しております。 

 

中村博行分科会長 ２３６、２３７ページで。２３８、２３９ページ。 

 

岡山明委員 街路樹と立ち木の伐採委託料とありますど、街路樹も入っていま

すか。 

 

河田都市計画課長 流木伐採の委託料につきましては、先ほど事業で御説明し
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ました本山岬公園の展望広場の伐採の金額で５０９万７，０００円、そ

れから下から２段目の街路樹管理委託料につきましては路線の街路樹の

せん定の委託料ということになります。 

 

岡山明委員 委託料の中に伐採料も入っているということですか。 

 

河田都市計画課長 街路樹管理委託料で街路樹の伐採等を行うということにし

ております。 

 

中村博行分科会長 その下も一緒ですか。 

 

河田都市計画課長 枯損木処理につきましてはもう枯れてしまった木、これに

ついては街路樹ということではなくて街路樹だけには限らない部分で枯

れてしまった樹木等の伐採を行うということの予算を一応取っておりま

す。 

 

藤岡修美副分科会長 同じく委託料で樹幹注入委託料３６万円組んであります

けど、これはどこですか。 

 

河田都市計画課長 これは糸根公園の松の長寿命とか松を保護するための樹幹

注入を行っており毎年行っておるとこでございます。何年かに一度必要

ということで順番に行っていることでございます。 

 

藤岡修美副分科会長 糸根の松の状況っていうのは最近どうなんですか。保存

してくれっていう要望が強いんですか。 

 

河田都市計画課長 樹幹注入とかそれらのことを数年前から行っておりまして、

今現在では割といい状況ではないかなというふうには考えております。 

 

髙松秀樹委員 １３節委託費の公園管理委託料を説明してください。 
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河田都市計画課長 公園管理委託料につきましては、新沖緑地、小野田児童物

見山公園、寝太郎公園、有帆緑地、新沖緑地、小野田児童運動公園、そ

れらの委託につきましてはシルバー人材センターとか、社会福祉協議会、

それから社会福祉事業団等に随意契約で委託をしております。それから

あとほかには竜王山の環境美化ということで、てんぐ巣病に侵された桜

の処理、これについては業務委託ですが入札です。それから公園等にあ

る樹木が隣接の家屋等に影響を及ぼしておるような支障木これらについ

ての部分的な伐採とか、それらを行っておる業務になります。 

 

中村博行分科会長 一番下から２番目のこの償還はいつまで。 

 

河田都市計画課長 令和２年度が最終になります。 

 

中村博行分科会長 ２４０、２４１ページ。それでは２４２、２４３ページ。 

２４４、２４５ページ 

 

岡山明委員 市営住宅の空き家の状況が全体でどのくらいか、その辺の稼働率

は掌握されていますか。 

 

辻永建築住宅課長 平成３０年度末での数値ではありますけれども、当初の管

理戸数、今年度解体工事を実施する前の時点の数値は管理戸数１，４６

０に対して空き家は４１８戸。もちろん平成３０年度末の時点で数字で

すので現在数字は変わってくると思います。 

 

岡山明委員 ４１８が空き家ということですか。 

 

辻永建築住宅課長 そのとおりです。 

 

岡山明委員 稼働率は７割行っていますか。 
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辻永建築住宅課長 今の数字を割れば、７１、４％になると思います。 

 

岡山明委員 その状況の中で完璧に受け入れてないってお話があって松浜団地

とかその辺の状況というのは、もう受け付けていないものはどのくらい

ありますか。 

 

辻永建築住宅課長 政策的に受け入れてないというところは団地全体の中で一

部あります。それに関しては、平成３０年度末の時点でおおむね１２０

戸前後あります。 

 

岡山明委員 市営住宅の運営として１２０戸に関しては政策的に使われてない

という状況がお話ありましたが、１２０戸に対する今後の方向性はあり

ますか。維持管理に無駄な経費を使われている状況で、その辺はどうい

う考えですか。 

 

辻永建築住宅課長 今後の方向性という部分におきましては、先ほどもお話が

出ました市営住宅長寿命化計画と関連することではあろうと思います。

１０年前の長寿化計画の中でも、例えばこの団地はもう将来的に用途廃

止するとか、あるいは建て替えをするとか、そういう方向性を決めさせ

ていただいたところもありまして、そういった団地においては基本的に

入居者は新たには入れないということも当然考えとして出てくると思い

ます。そういった部分において、前回の長寿命化計画に基づいて入居者

を入れてないっていうことから１２０という数字が出てきたわけです。

この令和２年度、３年度で方向性を決めていく中で、今後その辺りをど

ういうふうに進めていくのかというところは計画を策定する中で検討し

ていきたいと考えております。 

 

髙松秀樹委員 委託料の監理委託料の説明をお願いします。 

 

辻永建築住宅課長 管理委託料につきましては住宅使用料に関わるものが２件。
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一つはいわゆる集金業務で非常勤の３人の職員が所属するシルバー人材

センターへの委託です。あと常勤職員をシルバー人材センターに依頼し

て、滞納整理業務、デスクワークをお願いしている委託があります。そ

のほかえびす団地で特にＨ１、Ｈ２の棟はエレベーター、火災警報装置、

あるいは屋外消火栓など設備面でいろいろ複雑でトラブルが発生しやす

いものがありますので、その際にトラブルがあったときに連絡をしてい

ただく業務を自治会と提携しています。委託先についてはえびす団地に

関しては自治会で、それ以外はシルバーです。 

 

髙松秀樹委員 次に下、市営住宅入居者移転先家賃補助金と市営住宅入居者移

転補償金の説明をお願いします。 

 

辻永建築住宅課長 市営住宅入居者移転先家賃補助金につきましては漁民アパ

ートに関連する補助金です。平成３０年までに退去するお話があったと

思いますけれども、その関連で退去された方に新たに発生する家賃に対

して５年間段階的に金額を減額して家賃の１部分を補助するというのも

がありまして、今既に補助していらっしゃる方が１名あり、新たに発生

した場合の１名分の補助をするというものです。それから市営住宅入居

者移転補償金についても、あくまで漁民アパートに関連するもので、転

居する際の移転補償で今回１名分ほど予算に挙げています。 

 

髙松秀樹委員 なら上の補助金は次の住宅に行ったときの家賃補助で、補償金

は引っ越し費用に係る補助ということですか。 

 

辻永建築住宅課長 大まかに言えばそのとおりです。 

 

恒松恵子委員 委託料の空き家家具等撤去等業務委託料は漁民アパートじゃな

くて市内の市営住宅の全般ですか。 

 

辻永建築住宅課長 そのとおりです。 
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岡山明委員 住宅リフォーム助成金の実績はどのくらい。 

 

辻永建築住宅課長 住宅リフォーム助成金ですけれども、平成３１年度の助成

件数については１７７件です。 

 

中村博行分科会長 この予算、毎年全部使われていますか。 

 

辻永建築住宅課長 今年度は使い切りました。昨年度は一部残ったケースがあ

ります。 

 

中村博行分科会長 議会報告会で産建が担当課に１回聞いたことはありますが、

大河内団地の周辺の人が人口増やしたいのに募集をいつも１件、２件し

かしないということで増やしてほしいと。要望があって委員会で答弁く

ださい。 

 

辻永建築住宅課長 大河内団地につきましては、平成３０年から３１年にかけ

て募集はいたしております。ただ申込みがないケースも多々ありました。

その関係もあり募集を例えば２戸以上掛けたりするとなると、そのため

に修繕をしなければいけないので、お金が掛かります。市としても募集

する以上はできるだけ、応募が見込めることを考えておかなきゃいけな

いということもあるんで、難しいところではあります。もしそういった

お話があれば新たに募集を掛けたいとは考えております。 

 

中村博行分科会長 それでは資料をせっかく県事業等の関係で一覧表と地図が

ありますので、この中で説明を要するところがあったら。 

 

藤岡修美副分科会長 単独自然災害防止、焼野海岸で用品戸、これはやっぱり

海岸に砂が入れてあるのが海流によって流されてその補充という形です

か。 
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森弘建設部次長兼土木課長 おっしゃるとおりでございます。 

 

中村博行分科会長 ５番の急傾斜地の梶下ですけどこれも何期工事っていう感

じでやられていると思うんですけどいつ頃終わりますか。 

 

森弘建設部次長兼土木課長 今年から始めるものです。 

 

中村博行分科会長 今までやられてやったところとは別の箇所なのかな。それ

では土木費関係を全て終わりました。若干休憩を挟みます。３５分から

再開します。暫時休憩します。 

 

午前１１時２５分 休憩 

 

午前１１時３５分 再開 

 

中村博行分科会長 それでは休憩前に続きまして分科会をそれでは審査番号２

番の農林水産業まず審査番号４６番農業振興地域整備計画事業について

です。 

 

深井経済部次長兼農林水産課長 資料の２０７ページ、２０８ページでござい

ます。これになりますけれども、農業振興地域整備計画事業につきまし

ては今年度、来年度、２か年にまたがって行う事業でございます。これ

は現在策定しております農業振興地域整備計画が策定からおおむね１０

年を経過しておりますので、また都市計画マスタープランとの整合を取

るためにこの事業を進めておるところでございます。今年度につきまし

ては、農業者に対してアンケート調査を行っております。そのアンケー

ト調査の結果を集約したところでございます。令和２年度についてはそ

の他の資料に基づきまして、整備計画を策定していくというところでご

ざいます。今お手元にＡ３の資料をお配りしております。これでござい

ますが、これについて担当から御説明させていただきます。 
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平農林水産課農林係長 お配りいたしました資料でございますが、これは今年

度行いました基礎調査の成果物の一部でございます。今１枚しか埴生地

域のものしかお配りしておりませんが、こういったものが市内全域のも

のが出来上がっております。これは市内全域で現在、農用地区域の農用

地について調査をしたものでございまして、現在どのような使われ方を

しているのか、これまでどのようなことをしたのかを全て調べておりま

して、今後につきましては基礎調査の結果を基に農用地区域への編入又

は除外ということについて関係機関と協議しながら進めることとしてお

ります 

 

深井経済部次長兼農林水産課長 予算につきましては委託料が４８９万５，０

００円、これが令和２年度分でございます。あと消耗品が５万ほどあり

ます。合わせて４９４万５，０００円。全てこれは一般財源でございま

す。以上です。 

 

中村博行分科会長 それでは質疑を求めます。 

 

森山喜久委員 ２０７ページの活動指標又は成果指標のところなんですけど、

農業振興地域整備計画見直し業務で去年４月から７月の間調査をされた

アンケートされたその結果が２０％のしか返ってこなかったということ

でよろしいですか。 

 

平農林水産課農林係長 アンケートにつきましては実施をいたしましたが、６

月からでございますので７月までの段階では２０％と記載をしておりま

す。 

 

中村博行分科会長 分母は何ですか。 

 

森山喜久委員 何人の方を対象にしてアンケートを発送したのか。４月から７

月は要は２０％しか返ってこなかったということで、２月いっぱいでも
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１月いっぱいでも最終的には何パーセントの回収率なのか、それを教え

てもらえますか。 

 

平農林水産課農林係長 分母については約２，０００戸です。 

 

藤岡修美副分科会長 アンケートを分析されていると思うんですけども、傾向

としてそのままの農業を続けて農地保全していこうという方が多いのか、

それとももう農業無理だから農地を解除していただいて自由に使いたい

っていう希望が多いのかその辺りは分析されていますか。 

 

平農林水産課農林係長 傾向としては自分では作れないのでどなたかにお任せ

をするか、手放したいという方が多かったということでございました。 

 

岡山明委員 このアンケート、農振地域の土地の所有者と耕作者への２種類の

アンケートですよね。市外の耕作者がいるということはないですか。 

 

平農林水産課農林係長 耕作者の方にはアンケートの送付はしていませんで、

農用地区域内に農地をお持ちの方に送付しております。耕作者ではなく

て担い手の方ですね。担い手の方については今後、来年度の事業の関係

もありますので、同時にまた御要望等をお聞きする予定にしております。 

 

中村博行分科会長 私が聞いているのでは厚陽小・中学校の北部はもう段差が

ある等、工作には向いていない土地で、しかも耕作者が高齢化してもう

本当に少ない。休耕田も増えているという状況で是非とも農用地除外の

要望をずっと聞いているんですが、そういったことが今回の調査で反映

されるというふうに考えていいですか。 

 

平農林水産課農林係長 今おっしゃられた厚陽小、その他にも要望書が出てい

る地域もあります。今回の基礎調査はあくまで現状を把握するもので計

画に反映していくのは４月以降の作業になります。この４月以降この調
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査結果や関係機関と協議の上農用地区域への編入又は除外について取り

組んでいくとしております。 

 

森山喜久委員 今現状把握ということで言われたんですけど、図面も全て入っ

てないっていう気もするんですけれど、例えば国庫補助でいう有害鳥獣

防護関係をしたとか耕作放棄地の解消事業をしたというところも含めて

この地図に落とされているということですか。 

 

平農林水産課農林係長 有害鳥獣の関係は含まれていません。耕作放棄地の関

係は紙媒体には表示はされていませんが、データには入れてあります。 

 

中村博行分科会長 次、審査番号４７番農地利用最適化推進事業について説明

を求めます。 

 

幡生農業委員会事務局長 令和２年度一般会計予算審査資料番号４７継続の農

地利用最適化推進事業につきまして説明いたします。予算額は、１，５

６０万６，０００円です。２０９ページ、事業名は農地利用最適化推進

事業です。事業概要については、本市では平成２９年７月２０日に農業

委員会改革に基づく新体制が発足し、市長から任命された１４人の農業

委員と、農業委員会が委嘱する１４人の農地利用最適化推進委員、合計

２８人で活動を行っています。この改革では、従来の農地法等により権

限に属させられた事項の審査・決定業務のほか、農地等の利用の最適化

の推進が農業委員会の必須の業務となり、農業委員会は、農業を持続可

能なものとするため、担い手への農地集積・集約化、耕作放棄地の発生

防止・解消及び新規参入の促進を図ることとなりました。具体的には、

右の欄の手段に記載しているとおり、農地相談、農地パトロール、農地

利用状況調査、遊休農地所有者に対する利用意向調査、農地利用最適化

推進の活動など、農業委員と推進委員が連携して実施することとしてい

ます。次に、中段の指標についてはいずれも成果指標で、担い手への農

地集積面積については、第二次総合計画に定める耕地面積の３３％の集
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積を掲げています。また、遊休農地の解消面積については、農業委員会

が定めた指針の年間８．６ヘクタールの解消を掲げています。令和２年

度に向けた評価については、事中評価で現状維持、引き続き農地等の利

用の最適化の活動を推進して参ります。次に下段の妥当性、有効性及び

効率性については、農業委員や推進委員が関与して、農地利用最適化推

進事業を実施することで、深刻な問題となっている農業後継者の確保や

耕作放棄地の発生防止などを図ることから、農家にとっては有益な事業

であり、今後事業効果も現れてくると考えられますので、妥当性が認め

られます。また、本事業を実施する農業委員及び推進委員に対しては、

法律に基づき国から県を通じ、補助率１０分の１０の農地利用最適化交

付金が交付されますし、農業委員会が定める農地利用最適化推進の指針

により活動の目標も明確化されています。また、報酬の支給に関して市

条例も整備されていますし、受益者の負担を求める事業ではありません。

こうしたことから、事業の有効性、効率性も認められ、全体で３５点の

評価となっております。２１０ページ、本事業の支出に関して説明いた

します。支出内訳は、農業委員及び推進委員に支給する委員報酬（能率

給）で、１，５６０万６，０００円を計上し、その財源は全額県支出金

となります。能率給の支給については、昨年の市議会３月定例会で報酬

条例の改正を行い、農業委員及び推進委員について、毎月の定額報酬（基

本給）とは別に、それぞれの委員の活動実績に応じ、年に一度、能率給

を支給することができるようになりました。この能率給の制度は、令和

元年度から導入しており、現在、４月の支給に向け、支給規則を整備す

るなど、準備を行っているところです。所管部署、根拠法令等は記載の

とおりです。続きまして、農地利用最適化交付金事業について、資料を

用い、その概要を説明いたします。資料は２１１ページから２１３ペー

ジまでとなります。本事業の目的は、２１１ページの枠内に記載してい

るとおりです。本事業の活動内容は、ローマ数字Ⅱの農地利用の最適化

に向けた活動の①～③となります。特に②担い手への農地集積、集約化、

③遊休農地の発生防止・解消活動が中心となります。交付金の算定方法

は、ローマ数字のⅢ及びⅣのとおりです。Ⅲの活動実績に応じた交付金
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については、本事業の実施要綱の定めるところにより、Ⅱの農地利用最

適化の活動を行った農業委員会に対し、次の計算方式で各委員の上限額

を算出した上で、その合計額を農業委員会の上限額として交付されます。

具体的な計算方法は、事業年度の４月１日から１２月３１日までのⅡの

②の担い手への農地集積、集約化の活動が、Ⅱ全体の活動の３割を超え

る場合は、単価６，０００円に１２月を乗じた７２，０００円が委員一

人の上限額となります。農業委員会への交付金の上限額は、委員が２８

人ですので、この７２，０００円に２８人を乗じ、２０１万６，０００

円となります。なお、Ⅱの②の活動がⅡ全体の活動の３割未満の場合は、

単価が５，０００円に下げられますが、予算では、Ⅱの②の活動を３割

以上行ったときの単価６，０００円で算定しています。次にローマ数字

Ⅳの成果実績に応じた交付金については、本事業の実施要綱の定めると

ころにより、Ⅱの農地利用最適化の活動の実施により、担い手への農地

集積・集約化と遊休農地の解消・発生防止の成果を上げた農業委員会に、

次の計算方式により得られる額が交付されます。具体的な計算方法とし

ては、単価が１万４，０００円に１２月を乗じ、さらに実施要綱により

求められる評価点を係数９で除した数値を乗じた４８５，３３３円が委

員一人の上限額となり、農業委員会への交付金の上限額は、委員が２８

人ですので、この４８５，３３３円に２８人を乗じ１，３５８万９，３

３４円となります。これら活動実績に応じた交付金の農業委員会の上限

額２０１万６，０００円と成果実績に応じた農業委員会の上限額１，３

５８万９，３３４円の合計１，５６０万６，０００円が歳入の農地利用

最適化交付金の予算額となり、活動実績に応じた交付金の委員一人の上

限額７万２，０００円と成果実績に応じた交付金の委員一人の上限額４

８万５，３３３円の合計５５万７，３３３円が報酬条例で定めるところ

の委員一人当たりの能率給の上限額となります。次に２１１ページの下

の波線部分、成果による評価点、１３点＋１３点の算定方法について説

明します。２１３ページの表、成果による評価点は、①担い手への農地

集積・集約化、②遊休農地の発生防止・解消とも１１段階となっており

ます。当初予算ではいずれも最高の１３点の評価点で算定しています。
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２１２ページ、ローマ数字Ⅴの成果による評価点の求め方は、本事業の

実施要綱の算式に基づき、①、②とも最初に単年度の基準面積を求めま

す。①の担い手への農地集積の単年度集積基準面積は２８ヘクタール、

②の遊休農地の解消の単年度解消目標面積は１３ヘクタールとなります。

この単年度の基準面積に対する年間の集積面積及び解消面積の達成度に

より２１３ページの別表により評価点を求めることとなります。当初予

算においては、いずれの評価点も最高の１３点で成果実績に応じた交付

金の額を算定しております。なお、令和３年１月に令和２年の実際の農

地集積面積、遊休農地解消面積を算定し、令和２年度の評価点を求め、

令和３年３月議会で実績を見込んだ金額に予算を補正し、令和３年４月

に令和２年度の能率給を各委員に支給することとします。令和元年度の

能率給については、３月末日には実績報告を行い、先の本会議で可決い

ただいた補正予算の範囲内で、県から交付金の交付を受け、翌４月の上

旬には各委員に支給します。ちなみに、令和元年度が能率給支給の最初

の年となりますので、令和元年度の事業実績については、令和元年度決

算におきまして、詳しく説明させていただくこととなります。以上で説

明を終わります。 

 

中村博行分科会長 説明は終わりましたので、質疑を求めます。 

 

森山喜久委員 丁寧な説明ありがとうございました。それでは２１２ページの

ほうのところですね。単年度集積基準面積という形の分で、平成２６年

３月末日の農地の集積面積が３７２ヘクタールということ、あと遊休農

地のほうは平成２７年度遊休農地面積が８２ヘクタールというふうに書

いてありますが、これはもうこの基準は基本変わらないと、今年度も来

年度もこの数年間は基準でいくということでいいですか。 

 

幡生農業委員会事務局長 一応は変わりません。これで行きます。 

 

森山喜久委員 その基準と目標値ということで今回、昨年もですけど上げられ
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たのは最大値を上げられたということですか。 

 

幡生農業委員会事務局長 そうでございます。 

 

中村博行分科会長 ８１７万円ですかね。減額をされたということでしたね。 

あれは担い手は良かったけども、遊休農地は増えていたという結果でし

たよね。（「はい」と呼ぶ者あり） 

  

岡山明委員 地域別で分けられていて、各２人ずつで２８名という状況で、委

員で差はどのくらいありますか。 

 

幡生農業委員会事務局長 農業委員が１４人で農地利用最適化推進員が１４人

おります。地域を１４地区に分けて各地区に１人ずつ農地利用最適化推

進員が張り付いております。農業委員の１４人は、山陽小野田市全体で

１４人ほど定数を定めておりまして、その１４人にも各地区に１人ずつ、

山陽小野田市では割り振っております。ですから２人が協力して活動を

行っていただくということになります。能率給については委員の活動日

数に応じて払います。たくさん活動された方と活動しない方では格差が

当然生じます。今限度額として説明をいたしました５５万７，３３３円

を受けておられる方もいらっしゃいますし、ゼロの方もいらっしゃいま

す。 

 

中村博行分科会長 農業委員会は申し訳ないんですけど午後にさせてもらいま

す。午前中の審査はこれで終わり、休憩に入ります。午後は１３時から

やりますのでお願いします。 

 

午前１２時５分 休憩 

 

午後１時 再開 
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中村博行分科会長 それでは休憩を解きまして午後の分科会を続けます。それ

では、審査事業が終わりましたので、予算書に沿って農林水産業費、ま

ず、１９４ページの農業委員会費から聞いてください。１９４、１９５

について先ほど審査した内容ですがいいですね。（「はい」と呼ぶ者あ

り）１９６、１９７でありますか。 

 

森山喜久委員 農業委員会費の１２役務費の通信運搬費が増額となっていると

思うんですけど、これは今年度実績見込みからでしょうか。 

 

吉田農業委員会事務局主査 通信運搬費につきましては、令和２年度に遊休地

利用状況産業調査によって農地が山林化したものについて、非農地証明

を出す予定になっておりますので、郵便料が増えております。 

 

森山喜久委員 あと１４使用料及び賃借料のとこなんですけど、昨年までシス

テム利用料が計上されていたかと思うんですけど、その辺をどういうこ

とか説明してもらえますか。 

 

幡生農業委員会事務局長 システムにつきましては、平成２９年からフェーズ

２という国において新農地情報公開システムが構築されて、今クラウド

化されました。データが全部向こうに行っておりますので、本市の農業

委員会で本市の農業委員会でシステムを持つ保有する必要がなくなりま

したので、この分が減額になっております。以上です。 

 

中村博行分科会長 いいですね。１９８、１９９でありますか。（「はい」と

呼ぶ者あり）２００、２０１でありますか。 

 

森山喜久委員 １９負担金、補助及び交付金になるんですけど、農業の次世代

人材投資資金の説明をお願いします。 

 

平農林水産課農林係長 この数字の根拠、人数でよろしいですか。（「事業の
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内容です」と呼ぶ者あり）就農後、５年間なんですけれども、認定新規

就農者という制度がございまして、認定を受けられた新規就農者に対し

５年間ほど、年間１５０万円を交付するという事業でございます。 

 

中村博行分科会長 今までの青年就農みたいななのがこの名前に変わったとい

うことやね。 

 

平農林水産課農林係長 内容はほぼ変わっておりませんで、名前が変わったも

のでございます。 

 

森山喜久委員 その農業次世代人材投資資金の現在の実績と令和２年度で新し

い人が増えるかどうか教えてもらえますか。 

 

中村博行分科会長 これは単純に割ってはいけんのか。９００万円を１５０で

割った数字じゃないんですか。 

 

平農林水産課農林係長 現在の実績でございますよね。現在の実績で申します

と６組いらっしゃいます。令和２年度におきましては、増える予定はご

ざいませんで、１人就農してから５年間、もう経過される方がいらっし

ゃいますので、減少するということになります。 

 

森山喜久委員 今、６組と言われたんですが、６組で１５０万円掛ける６組で

９００万円と。令和２年度で新規就農する人はいないというところで見

込みもないということでよろしいんでしょうか。 

 

平農林水産課農林係長 山口県の農業大学校でそちらに研修に行かれるという

方はいらっしゃいますけれども、来年度就農する予定の方についてはい

らっしゃいません。 

 

森山喜久委員 その二つ下の担い手支援事業補助金の説明をお願いします。 
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平農林水産課農林係長 こちらが来年度から新規に取り組む予定の事業でござ

いまして、内容につきましては担い手主には認定農業者についてでござ

いますが、認定農業者が機械等を購入する経費について補助するという

内容のものでございます。補助率については２分の１、上限額５０万円

ということで考えています。 

 

恒松恵子委員 農業祭りとか地産地消推進とか補助金を出されていますが、こ

の事務局は現課にあるのか、決算書等の確認はしていますか。 

 

平農林水産課農林係長 祭りにつきましては事務局は農林水産課にございます。 

地産地消についてはこちらは旬彩惑星という団体に対する補助でござい

まして、事務局はその会長さんが持たれております。補助金を支給する

にあたって決算書等の提出を求めておりますので、きちんと確認をして

いるところでございます。 

 

中村博行分科会長 それでは、２０２、２０３。 

 

森山喜久委員 １９の負担金補助及び交付金の上から四つめ多面的機能支払制

度補助金ですが、昨年よりも数字は減っているのかなっていうふうに思

っているんですけど、今何地区何ヘクタールのものですか。 

 

本多農林水産課耕地係長 令和元年度時点の多面的機能支払の組織数ですが、

１８組織になっております。面積にいたしましては、６１２ヘクタール

になっております。 

 

森山喜久委員 平成３０年度の実績の中で聞いたのは多面的機能支払制度はそ

のとき９７７ヘクタールじゃなかったですか。 

 

本多農林水産課耕地係長 済みません。そのときの数字のほうが間違えており

まして訂正させていただきます。そのときに１７組織と言ったのが大木
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地区のほうにありまして、そこの地区を入れてなかったので、それを込

みで１８というふうに今お伝えしております。 

 

森山喜久委員 再確認ですが以前から１８地区あったということで、今回は全

部で６１２ヘクタールやる予定ということでよろしいですか。 

 

本多農林水産課耕地係長 令和元年度の時点で６１２ヘクタールになっており

ます。 

令和２年度については６０８ヘクタールになっております。 

 

藤岡修美副分科会長 小規模土地改良事業、申請に対して工事の完工率は。 

 

本多農林水産課耕地係長 現在１００％行っております。 

 

藤岡修美副分科会長 それは例えば、今年度の申請が今年度に事業が終わるっ

て理解していいいですか。 

 

本多農林水産課耕地係長 基本的に継続事業等もあります。今１００％と申し

ましたのは今年度の事業費を一応１００％利用している状態です。令和

元年度時点で実施件数といたしましては１０件やっております。本年度

の申請に対しては６件上がっております。残工事といたしましては先ほ

ど申しました継続事業も含めて残件数で１４件残っている状態になって

おります。 

 

中村博行分科会長 要するに積み残しっていうことですね。２４０、２０５で。 

 

森山喜久委員 １３の委託料になりますが調査設計委託料とハザードマップ作

成委託料それぞれ説明お願いします。 

 

本多農林水産課耕地係長 まず調査設計委託料ですが、こちらのほうは郡川東
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圃場整備の委託料になっております。一応令和元年度に構想図の作成が

完了しております。来年度の事業といたしましては構想図の作成を基に

地形図の作成を行います。それともう一つ集団化事業という今後、集積

する者に渡ってその方の構図等の調査、アンケート等の調査をいたしま

す。続きのハザードマップ作成委託料については令和元年度のほうにた

め池法案ができまして、９月補正のほうで３２件挙げさせてもらってお

ります。今回こちらの方についての件数は６２件で挙げております。 

 

中村博行分科会長 この欄の一番下の１９節の一番下ですけれども、農業水路

等長寿命化防災減災事業補助金については会計制度変更に伴う事業です

ね。 

 

本多農林水産課耕地係長 そのとおりでございます。 

 

中村博行分科会長 これはスムーズに行っているということで理解していいで

すか。 

 

本多農林水産課耕地係長 こちらのほうが令和元年度から令和３年度で一応事

業を完了させます。令和４年度からに伴う複式簿記のほうに移行いたし

ますので、今年度の一応事業といたしましては４団体として機能保全計

画のほうを実施いたします。残りの３団体ほどハード事業のほうで工事

のほうを行います。 

 

中村博行分科会長 会計についてはまた別の機会で聞こうと思います。２０６、

２０７ページで。 

 

森山喜久委員 ２０７ページの１３委託料のところなんですけど、昨年までの

地域を育む豊かな森林づくり推進事業というのがあったと思うんですよ。

それはもう今年度からは対象はないということでよろしいですか。 
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山﨑農林水産課技監 おっしゃるとおりです。地域が育む事業については平成

３１年度、令和元年度で一応区切りということで終わりました。ただし、

それと同様な事業が山口県のほうで考えられておられます。その辺につ

いてはまだはっきりしておりません。 

 

森山喜久委員 １９の負担金、補助及び交付金の一番下の有害鳥獣防護柵等設

置事業補助金なんですけれど、令和元年度の実績見込みはどの程度か教

えてもらいますか。 

 

平農林水産課農林係長 現在の実績申しますと８２万３，１７０円となってお

ります。件数は１５件です。 

 

中村博行分科会長 金額は８２万円ということですね。 

 

森山喜久委員 一昨年の方はたしか１９件の９６万１，０００円っていうふう

な数字だったと思うんですよ。補助金の部分は２００万円は枠を取って

いるけれども、実際のところ今１００万円という形の分でそこのところ

で補助の使い方が分かりにくいとかやりにくいからということで、補助

金の制度の見直し補助金額を上げるとかそういった形の検討は今されて

いますか。 

 

平農林水産課農林係長 今こちらのほうで考えておるのは、上限額がどなたで

も一律１０万円となっておりますが、例えば担い手の方、法人等も含ま

れるんですが、そういったところにつきましては農地というものが物す

ごく広いわけで上限１０万円というものを軽く超えてしまうという現実

がありますので、担い手の方については上限額を引き上げる方向で考え

ております。 

 

中村博行分科会長 前から指摘しているわけね。委員会でね。２００万円せっ

かく予算計上はあるけど、その辺の全部使えるような上限を上げられる
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という前向きの回答だと思います。 

 

森山喜久委員 それに伴って今言った補助金制度を市独自のほうなんですけれ

ど、県とか国の制度で今言われたように担い手がやってらっしゃるとこ

ろとかを囲むような形の部分で国庫補助とか県費補助を使うっていう予

定はないんでしょうか。 

 

平農林水産課農林係長 現在具体的な予定というものはございませんが、県の

事業で使いたいなという意向を持たれている団体さんがいらっしゃるの

で、今日その団体さんと県の方がお話しをされておりますので、その話

合いの結果によってはそういった地区も出てくる可能性があると考えて

おります。 

 

森山喜久委員 ２５節の積立金のほうになりますけど、森林環境整備基金の積

立金、昨年は補正予算で挙がってきたというふうに思っておりますけど、

積立金のちょっと説明をお願いします。 

 

山﨑農林水産課技監 森林環境整備基金については昨年度から、森林経営管理

法の関係で、民有林だとかパリ協定の関係で地球温暖化の防止にもとい

うことで国のほうが力を入れられているんですけども、市町については

ある程度、去年でいえば４００万円ぐらいの補助というようなことで基

金積立てがあったんですけども、その後、令和２年度については、１２

月以降にさらに上乗せがありまして、それが約２．１倍のものがつくと

いうことで掛ける２．１で、８５０万円というようなものが付いたんで

すけどもなかなか年度末が近い時期だったためにその部分については基

金積立てということで、経営管理法に基づいて意向調査の準備業務委託

っていうのを令和元年度に引き続き令和２年度についても行いますが、

その残りの部分については再度もう一度検討して基金を使っていけたら

とは思っています。 
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岡山明委員 １３節委託料で有害鳥獣獲得委託金がありますが、それぞれの目

標設定というのは。また、昨年の被害状況が分かれば。 

 

平農林水産課農林係長 目標といたしましてはイノシシが年間３００頭、シカ

１０頭、サル５頭です。予算計上しているのは三つの種類の動物でござ

います。 

 

岡山明委員 被害状況はどうですか。 

 

平農林水産課農林係長 具体的な金額等については、資料を持ち合わせており

ませんけれども、多いのはやはりイノシシでございます。しかしながら

厚狭北部のほうにおいてはシカの被害というものもちらほら出てきてお

るところではございますので、そういった対応についても今後必要では

ないのかと考えております。 

 

藤岡修美副分科会長 最近、ジビエ料理がはやっていますけど、捕ったイノシ

シとかのその行き先っていうのは。 

 

平農林水産課農林係長 それは捕られた方がどこに持っていくかというところ

ではあるんですけれども、厚狭にそういったジビエの加工所というもの

が今現在できておりまして、そこに持ち込まれている方もいらっしゃる

というお話は聞いております。 

 

岡山明委員 １９節の捕獲補助金ですが、取れた頭数と支給した補助金が分か

れば。また山陽と小野田との比較が分かれば。また、最近の動向と太陽

光ができてからの影響があるかというところですがありますか。 

 

平農林水産課農林係長 今現在、まだ狩猟期間中でございますので、また狩猟

で捕獲された頭数というのは今年度、まだ分かってはいないんですけれ

ども今現在の有害鳥獣駆除隊の方が駆除した頭数で申しますと、イノシ
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シが１０４頭でございます。シカ５頭でございます。昨年度の実績を申

しますとイノシシが１１７頭、シカが６頭でございます。山陽と小野田

の内訳でございますけれども、今年度、現時点で申しますと山陽のほう

が５２頭、小野田のほうも５２頭でございます。シカについては山陽が

３頭、小野田が２頭でございます。昨年度の内訳が山陽が６４頭、小野

田が５３頭、シカにつきましては、山陽が６頭、小野田がゼロとなって

おります。 

 

深井経済部次長兼農林水産課長 太陽光発電等の関係でございますけれども、

有害鳥獣の被害というのは、えさ場となる山にえさがないということで

里に下りてきて被害を及ぼすということでございます。太陽光発電を設

置しているところにつきましては、森林を伐採したことによって当然え

さも減ってくるわけではございますけれども、単にそれだけで農作物に

被害が及んだのかどうかというそのような因果関係というのは分かって

おりません。 

 

岡山明委員 有害鳥獣協議会補助金の部分でちょっとお話をしたいんですが、

農産物とか高千帆台の団地の中にもイノシシが出て近隣の方も畑にイノ

シシが出てきたと。どうも太陽光ができてそれから増えていると。子供

が学校から帰ってくる時間帯に時間帯にイノシシが出てきたと。そうい

う状況で対策をこの協議会の中で例えば市街地に対するその被害、作物

と人的被害というか、その辺の協議をしてほしいんですが、どうですか。 

 

平農林水産課農林係長 協議をしていないということではないと思うんですが、

やはり、主なところは農作物被害というところではあるんですが、その

協議会の中には警察の方にも入っていただいておりますので、こういう

場合はまずはその警察に連絡していただくというところにはなってくる

んですけれども、そういった協議会の中で御意見を頂きましたので、で

きるかどうかっていうところもありますけれども、そういったお話もし

ていければなとは考えております。 
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中村博行分科会長 ２０８、２０９ページ。 

 

森山喜久委員 水産業で１点だけ。１１節の需用費の修繕料７４２万８，００

０円で、昨年の当初は１１４万円という形だったんですが、こちらのほ

うの内訳とかこれだけ増額した理由を教えてください。 

 

山﨑農林水産課技監 修繕料ということで、西の浜の排水機場の関係で１２月

補正で債務負担行為で急きょポンプが止まってしまったということで、

それの修繕ということで負担行為を上げておりましたので、それの２年

目のところのものになります。 

 

岡山明委員 ２１１のページの１９節山陽小野田地区魚食推進協議会負担金、

これは地産地消というかその分のお金が県から要請で年１回か月に１回

か魚を生徒に食べさすと、そのためのそういう予算ですか。 

 

坂根農林水産課主幹 今、岡山委員が言われたように地産地消ということで学

校給食のほうで山口県産の魚食ということでフグのから揚げとかのその

ための負担金という形です。 

 

髙松秀樹委員 今の負担金補助金のとこで繁殖保護事業補助金の説明をお願い

します。 

 

坂根農林水産課主幹 繁殖保護事業補助金については水産物の安定供給の漁獲

量の向上のための稚魚等の放流事業で、こちらについては厚狭川漁協さ

んに放流の関係、また市内の４漁協さんの放流の関係の補助ということ

でそれぞれ出しております。 

 

髙松秀樹委員 稚魚等の放流で種類を教えてください。 
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坂根農林水産課主幹 キジハタ、カサゴ、ガザミ、クルマエビ、以上です。 

 

髙松秀樹委員 かつてアサリも何か稚貝を放流していたと思うんですけど、こ

のアサリのことと最近ナルトビエイの話を聞かんのですが、ナルトビエ

イの駆除は今どうなっているか教えてください。 

 

坂根農林水産課主幹 アサリもしていませんし、ナルトビエイの捕獲も今はし

ておりません。 

 

中村博行分科会長 アサリはしてないね。 

 

坂根農林水産課主幹 していません。ナルトビエイの駆除もしておりません。 

 

髙松秀樹委員 アサリは何で稚貝の放流をやめたんですか。 

 

中村博行分科会長 ４漁協やったらアサリが一つぐらい入っとるような気がす

るんやけどね。 

 

山﨑農林水産課技監 補助はしてないというところで漁協としてはアサリをや

られているとは思いますが、以前に比べると漁獲は落ちていると思うん

ですけれども、補助はしてなくて先ほど言われましたようにクルマエビ

だとかそういったような補助ということでやっております。 

 

岡山明委員 同じ１９節で昨年は課長提案で観光漁港推進事業があったんです

が、１年で終わりで継続はしないんですか。 

 

山﨑農林水産課技監 昨年度に観光漁業ということで課長提案でいただきまし

て、５０万円ということで補助をいただきまして漁協のほうに昨年度、

観光漁業ということで。実際には何をやったかと言いますと刺し網漁っ

ていうことでこの辺では余りやってないと思うんですけれども、潮の満
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ち引きを利用した漁業といいますか、満潮のときに網を仕掛けて瀬戸内

市なんで、遠浅になりますんで潮が来たときに仕掛け網の中に人間が入

っていて、そこで中にいる魚とか貝類とかを取って市民交流というよう

な格好で提案しました。昨年度は時期的なものもありまして、最初の取

っ掛かりというところで、いろいろ申請だとかっていうところもあった

んですが３回ほど実際にやってみようということで５０万円については

材料費ということで、補助をいたして刺し網というものの魚網のほうに

しました。３回ほど実際にやってみましてどのぐらい取れるかと。１回

目はなかなか難しいけども２回目３回目になってくるとそのときには、

いろいろ魚がとれるだとか、それから潮の干満だとか、あと時期的なも

のだとかということを考えながら、埴生漁港の下流沿いになるんですけ

どもその辺について、今年度ちょっとイベントのような格好でやってい

こうということで計画されております。継続ということで先ほど議員の

ほうからお話があったんですけども魚網の補助ということでやっており

ますので、来年度についてはその必要は取りあえずないということで１

年の補助ということで行っております。 

 

岡山明委員 せっかく観光と体験学習というそういう大きな一歩を踏み込まれ

たんだから漁業観光の推進は今後図っていただきたいと思います。提案

です。 

 

中村博行分科会長 イベントみたいなやつはするということよね。網やらの補

助は去年したと。やめたわけではないんですよね。 

 

山﨑農林水産課技監 そのとおりです。漁協さんとしても魚を取るということ

については関心もありますし一番本業としているところなのでそれを観

光に行かせていけたらということです。 

 

中村博行分科会長 それでは、２１２、２１３の上段の部分まで。 
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藤岡修美副分科会長 １５節の工事請負費５，１００万円、挙げれていますけ

ども、補正のときになかなか国の補助がつかないということだったんで

すけども、この見通しと委託料１，０００万円、この関係だと思うんで

すけど組まれていますけど、例えば今年度消化できなかった工事の残り

を消化するのに来年度の予算を食いそうなんですか。改めて委託料が要

るのかなという気はしています。 

 

山﨑農林水産課技監 先ほどの１５節っていうことで、５，１００万円という

ことなんですけども令和元年度の補正のときにもたしか質問があったと

思うんですが、この５，０００万円についてはおっしゃられるとおり埴

生漁港の地域水産物供給基盤整備事業というんですけども、それの補助

金に対して護岸を作成ということでしております。この部分については

実際には令和元年度についてはそのときにお話をさせていただいたとお

り３０％しか内示が頂けなくて、１，５００万円だったんですけども、

要求としては５，０００万円ということで、要求に盛り込まさせていた

だいております。実際内示については、３０％だとかっていうことにな

かなかそこで収まったりするかどうか分からないですが、県のほうには

何とか５，０００万円を頂いてということでお話をしているんですが、

今から内示というのがどうなるかというのはちょっとなかなか難しいと

ころではあるかと思います。それと１３節のほうの１，０００万円とい

うお話があったと思いますが、これは埴生漁港のほうではなくて西の浜

排水機場の関係で刈屋漁港海岸というのになるんですが、漁港海岸の長

寿命化調査委託というのを平成２９年、平成３０年とやっておりまして、

西の浜の排水機場は先ほども修繕というところで、７００万円なりって

いうことでお金が掛かってきて、急きょ動かなくなったのでやっている

ところなんですけども、この長寿命化計画という補助事業を生かしまし

て何とか西の浜排水機場を改修していけたらと思っております。その関

係の詳細設計です。 

 

中村博行分科会長 補助率がいいからやっていきたいということがありました



65 

 

ので。そうしたら農林水産業費のところは終えまして１１款の災害復旧

の鉱害復旧費について。 

 

藤岡修美副分科会長 ちなみに浅所陥没ってよく穴空いて埋めに行くけども、

年間何件かありますか。 

 

本多農林水産課耕地係長 今年度まだ全て終わっていないんですが、３月１２

日時点なんですが、受付としましては１８件ありました。その中から採

択となったものについては８件ございます。地区でいえば山陽地区が２

件、小野田地区については６件になっております。 

 

中村博行分科会長 それでは農業委員会及び農林水産課の審査はこれで終わり

ます。ここで若干の休憩を挟みます。５５分まで休憩します。 

 

午後１時４２分 休憩 

 

午後１時５５分 再開 

 

中村博行分科会長 それでは休憩前に引き続いて分科会を再開します。審査番

号は審査事業で４３番から予算書のほうから。１８８ページから労働費。 

 

岡山明委員 １９１ページの１３節就労支援のこれは子育て女性の対象者は何

人くらいですか。 

 

村田商工労働課長 この事業ですが、もう既に事業は終えておりまして、目標

は１０人でした。実績といたしまして参加していただいた方は６人とな

っております。６人のうち今３人の就職が決まっております。 

 

藤岡修美副分科会長 勤労青少年ホーム費ですけどこれ山陽、小野田とも閉鎖

するっていう動きがあったと思うんですがその後の状況を伺います。 
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村田商工労働課長 勤労青少年ホームの廃止については以前に廃止の方向で検

討していきますということを御説明させていただきました。その後庁内

で調整を図っていきまして小野田勤労青少年ホーム、山陽勤労青少年ホ

ームともに令和２年度末、来年度末をもって廃止する方向で進めていき

たいと考えております。この中で利用者の方が引き続き活動ができるか

というところが問題になってくると思いますが、まず小野田の勤労青少

年ホームにつきましては、高千帆公民館に施設を移管する予定にしてお

りますので、利用者に影響は少ないと思っております。これは個別に団

体に御連絡していきたいと思っております。利用者の方は引き続きその

まま利用できると思っております。山陽勤労青少年ホームにつきまして

は、利用者の方は活動の場を公民館を中心に他の施設に移る準備をして

いただきたいと思っています。利用者の方へ報告を行っていきまして、

今年度中に周知していきたいと考えております。利用団体が１５団体、

山陽勤労青少年ホームにはいらっしゃいます。個別にお会いして御説明

させていただいて、アンケート調査を実施しましてそれを基に商工労働

課のほうから、他の施設の空き状況を調べてどこに移動していただけれ

ばいいかということを個別に相談させていただくようにしたいと思って

おります。利用者の方と一緒に今後１年間ありますので、どのようにし

ていくかということを考えていきたいと思っております。 

 

藤岡修美副分科会長 ちなみにその１５団体はどういった競技の団体ですか。 

 

村田商工労働課長 文化とスポーツがありますが、スポーツにつきましては主

に卓球です。それとダンスがあります。文化につきましてはフラワーア

レンジメントやハーモニカとかの音楽であったり手芸だったり様々な団

体がいらっしゃいます。 

 

髙松秀樹委員 小野田勤労青少年ホームも令和２年度で廃止と。地元におって

勤労青少年ホームなのか公民館なのかよく分からないんですけど、その
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辺はどういうふうに区別したらいいのかということを教えてください。 

 

村田商工労働課長 もともと小野田勤労青少年ホームとして建設されてそれに

併設する形で公民館が今あります。ですから施設は同じ施設を使ってお

りまして、勤労青少年ホームは勤労青少年ホームでクラブを運営してい

たりとか、公民館は公民館のほうで活動しているといった状況になって

おります。この廃止によって勤労青少年ホーム所属のクラブが２クラブ

ありますので、そのクラブを公民館クラブのほうに移管できるかという

ところが問題になってきて、ほかのところにつきましては、そのまま公

民館として活用していただけるんじゃないかと思っております。 

 

髙松秀樹委員 移管できるかというところが問題になっておるということです

が問題になるんですか。 

 

村田商工労働課長 問題にはなりません。実は国の補助金も入っていますが、

県に確認したところ、補助金についても返還の必要がないと言われてお

りますので、特に今から問題になることはないと思っております。 

 

中村博行分科会長 要するに利用者に理解してもらえばいいということですね。 

 

村田商工労働課長 そのとおりです。 

 

宮本政志委員 関係することでそれぞれの団体さんは例えば卓球なら卓球台と

かそういう物品関係っていうのはそのまま持っていけるということです

か。 

 

村田商工労働課長 物品については基本置いておりませんので、そのまま移動

していただくことになります。卓球台はみんなで使うものですので。 

 

中村博行分科会長 それでは労働費は終わって商工の審査事業に入ります。審
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査事業の４３番交通系ＩＣカード導入事業。 

 

村田商工労働課長 それでは審査対象事業について御説明いたします。４３番、

交通系ＩＣカード導入事業です。これは新規事業です。資料は１９５ペ

ージから１９７ページになります。１９７ページの資料に沿って御説明

いたします。まず概要についてですが、山口県内の路線バスにつきまし

ては、現金による支払いのほか使い切りのバスカード利用するシステム

が導入されております。しかしながら、バスカードの読み取り機に加え

バスカード自体の生産も中止になること、また、世の中の事例などを背

景に、県の指導によるＩＣカードの導入が計画されているところであり、

本市を含む県内市町も県と協調して補助金交付による導入支援を行って

いくこととしております。次に補助対象者ですが、令和２年度は本市を

運行するサンデンバスにＩＣカードの整備の計画があることからサンデ

ン交通に対する補助金の交付を見込んでおります。次に補助率ですがＩ

Ｃカードの導入に関しましては、地域の公共交通を維持するといった観

点から国と事業者が３分の１ずつ、県及び市が６分の１ずつ費用を負担

することが予定されています。この事業費のうち、市が負担する６分の

１をサンデン交通が走っている５市、下関、宇部、美祢、長門、山陽小

野田のバスの走行距離の割合から算出したものが予算となります。補助

金額ですがサンデン交通の導入に係る費用の総額が約４億１，３１０万

円。そのうち市町負担金が６，８８４万８，０００円。本市の負担金と

して２２８万９，０００円を交付する予定にしております。次に交通系

ＩＣカードの概要について掲載しております。交通系ＩＣカードは電子

マネーの一つです。交通系ＩＣカードはＩＣカードを利用したバスの乗

り方というイラストを掲載しておりますが、このイラストにありますよ

うに読み取り機などにタッチするだけで乗り降りできる乗車券、定期券

機能を持っております。事前に入金チャージした範囲で使用できる仕組

みとなっておりまして、１枚所持していれば繰り返し使用することがで

きます。また、お店で使える電子マネーの機能を併せ持っているものや、

クレジットカードを備えているカードもあります。サンデン交通は西日
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本鉄道、西鉄が発行するニモカを導入する予定になっております。説明

は以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

中村博行分科会長 説明は終わりましたので質疑を求めます。 

 

髙松秀樹委員 ニモカを導入っていうことは相互利用ができるカードになるっ

ていうことでいいですか。 

 

村田商工労働課長 他の交通系ＩＣカードと相互利用ができるようになってお

ります。 

 

髙松秀樹委員 このニモカっていうカードは、クレジットカードとひもづけと

かはできるカードですか。 

 

村田商工労働課長 ひもづけもできます。選択できます。 

 

髙松秀樹委員 可能性がないような話をして申し訳ないんですけど、サンデン

交通が補助事業対象事業者ということで、国とか県とか市がそれぞれお

金出す、例えば市の一つが否決されたということになってその分のお金

はどこが出すようになるんですか。 

 

村田商工労働課長 補助金として交付いたしますので仮にそうなった場合は交

通事業者が導入しますので、交通事業者が負担するのではないかと思い

ます。 

 

藤岡修美副分科会長 確認なんですけどこれサンデンのバスだけに適用で例え

ば西鉄バスにも乗れるってことですか。船鉄バスは大丈夫ですか。 

 

村田商工労働課長 西鉄バスには乗れます。船鉄バスは今後いつＩＣカードを

入れるかっていうのは今計画している段階ですが、導入はされると思い
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ます。船鉄が導入されれば、ＩＣカードの相互利用ができますので、両

方使えるようになると思います。 

 

恒松恵子委員 今一番市内を走っている船鉄バスが導入となったら、かなりの

費用がかかると思うんですがけれどもそれはもう見込んでいますか。 

 

村田商工労働課長 どのくらいの費用になるかっていうのは、分かりませんけ

ど、ほとんど山陽小野田市と宇部市を走っておりますので、補助金額も

かなりのものになると思っております。 

 

髙松秀樹委員 東京のほうは最近交通系のＩＣカードはスマホで決済できるよ

うになっているじゃないですか。そういうのはスタート時にはできるん

ですか。 

 

工藤商工労働課課長補佐 モバイルスイカなどモバイル対応のＩＣカードもあ

るかと思いますが、ニモカさんのほうでそういった対応がなされればニ

モカについてもモバイル対応が可能になるものと思います。 

 

岡山明委員 このＩＣカードは例えば船鉄からサンデンに乗り換えた場合、 

乗り継ぎをした場合、メリットはないということですか。 

 

村田商工労働課長 もともと割引は機能的にはできますが、乗り継ぎで割り引

いたときはどちらが負担するかっていう問題が出てくるので、なかなか

難しいと思います。船鉄で乗られたら船鉄のほうで決済し、決済が終わ

る。それが終わってサンデンに乗られて決済をするという形になろうか

と思います。 

 

中村博行分科会長 それでは次４４番高泊地区新規公共交通導入事業。 

 

村田商工労働課長 それでは４４番、高泊地区新規公共交通導入事業でござい
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ます。これも新規事業でございます。資料は１９９ページから２０１ペ

ージになります。２０１ページの資料に沿って御説明いたします。当事

業の概要ですが、平成３０年度に策定いたしました路線バス再編計画に

基づき高泊地区を運行する公共交通手段について、現行のコミュニティ

バスからほかの方法への転換を検討します。理由は、高泊地域では高畑

高泊循環線というコミュニティバスが運行していますが、乗車人数が少

ないこと、道路幅が狭いこともあり、バスより小型自動車を導入したほ

うがより効率的であるといったことなどが挙げられます。転換の検討に

当たっては、高泊地域を運行するコミュニティバスは交通支線として、

地域内の移動担う、交通手段であることから、地域にお住まいの方の意

見やニーズを十分に反映する必要があり、また、既存のバス路線との兼

ね合いや地域にとって最も効果的な手法は何かという点などを分析する

必要があるため、専門的な知識を有し豊富な経験を持つコンサルタント

会社を活用したいと考えております。委託料ですが、来年度の予算はコ

ンサルタント業者への委託料３０４万７，０００円を計上しています。

次に委託業務内容ですが、地元で開催する意見交換会やワークショップ

の開催支援、地域公共交通会議での支援、地元の方の意見集約、分析な

ど、側面からの支援をしていただきます。コンサルタント業者の支援を

受けて、地元で意見をよく聞き、それをもとに、新規の交通手段、例え

ばデマンド型交通、地元主体で運営するコミュニティタクシーなどの導

入や、現行のコミュニティバスの改善などを検討していきたいと考えて

おります。説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

藤岡修美副分科会長 地元なので、非常に気になるところですけども来年度、

地域の意見交換会を３回開催するっていうことですけどもこれは、ある

程度地域を分けてやられるのか、何か一堂に会してやられるのかその辺

の計画がありますか。 

 

村田商工労働課長 現在、自治会長さんにこれからアンケートも取っていこう

と思っていますが、そのアンケート結果を基にデマンド交通の範囲とな
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り得る自治会に対して意見交換会に出席していただくよう呼びかけ等を

行っていきたいなと考えております。 

 

藤岡修美副分科会長 ちなみにその自治会、候補があれば。 

 

村田商工労働課長 それは来年度どの辺がエリアになるかをよく精査いたしま

してそこから決めていきたいと思っております。勝手に決めるわけじゃ

なくて市がおおむね範囲を決めて、そこからまた、意見交換の場でお話

を聞いていこうと考えております。 

 

宮本政志委員 関係しますけど概要の中の道路幅が狭いってありますよね。 

これは郷のバス停から西の郷の住宅団地に行く道のことをおっしゃって

いますか。エリアは今どうこうと言われていましたが。 

 

工藤商工労働課課長補佐 宮本委員がおっしゃるところもそうですし、現在走

っている箇所についても、高泊公民館付近などに現状も細い道路を走っ

ておるということもあります。今後郷の団地などお住まいの皆さんが高

齢化された、延伸が必要になった際にもなかなか道が狭くてバスでは入

っていけないという現状を見据えてのことであります。 

 

宮本政志委員 そうすると、非常にいいことだと思うんですよ。だけど、少し

車両が小さくなったって言って少し狭いのでそうすると多分地域の方と

意見交換したら多分そこ一番言われると思うんですよね。例えば子供た

ちの通学路に危ないですとか、その辺りは土木とか、横の連携で当然、

あんまりどんと大きくするっていうのは難しいでしょうけど、一応すり

合わせはしていくんですか。 

 

村田商工労働課長 それはルートが決まりましたら、そういったバスが通れな

い場所とかは当然通らないですし、土木ともよく協議したいと思ってお

ります。 
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岡山明委員 この度の支援業務委託料ということでこれはなぜ今この話が出た

んですか。バス会社のほうからどうなんだと。利用者が少ないから金銭

的に何かその形になったものがあって今回のバス路線を委託して考え方

を変えようとなったのか、そういうその経緯っていうのは。 

 

村田商工労働課長 この度の高泊の展開については公共交通網形成計画策定の

ときにこれもコンサルタント専門業者と一緒に計画を策定したものです

が、そのときに高泊につきましては、利用者の人数も少ないといったこ

ともありますし道路も狭いと先ほど説明のとおりなんですが、そういっ

た問題点がありますので今までどおりにやってもいいですし、デマンド

交通を実施してもいいですし、それを地元の意見を聞きながら、よりよ

い方向に持っていきたいということで計画しております。 

 

岡山明委員 聞いているのがそういう意味ではなくて今になって、そういう見

直しを掛けるという根拠があるんですか。例えばそういう路線を走って

利用者が少ないということで、余りにも少な過ぎることで金銭的負担が

大きいということなのか。今回やることになった根拠は。 

 

村田商工労働課長 もともとこの高畑高泊地域は、既にコミュニティバスを走

らせております。このコミュニティバスっていうのは、バス事業者がバ

スの利用者が少なくて、運営が困難となったエリアを自治体が運行経費

を全額補助する形で運行しております。ですから既に市の方が運行主体

となって運行している路線になります。それで走らせていますが、利用

者が少ないということでもっと利用していただきたいということで、コ

ミュニティバスからデマンド交通への転換等を検討しているというとこ

ろでございます。 

 

中村博行分科会長 要するにこの根拠を知りたいんでしょ。要するに根拠はこ

のバス路線再編計画の中で市が打ち出した高泊地区のこれからの交通網
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にのっとってこの事業をどうですかと。地元からの提案というのはない

んでしょ。例えば出合地区延伸しましたよね。あれはもう出合地区から

強い要望があった。だからそういうふうにしたんですけど。これについ

ては、高泊地区地元からの強い要望とかいうのではなくて、むしろ市の

計画にのっとってやるという理解でいいですか。 

 

村田商工労働課長 そのとおりでございます。 

 

中村博行分科会長 岡山委員が言われたのはその経費の問題だと思うんですね。 

今でさえ市が相当負担をされておると思うんですけども、これによって

またデマンド結構現在、例えば姫様、殿様号この辺がそれぞれどのぐら

い年間掛かっているか、数字を教えてください。 

 

工藤商工労働課課長補佐 デマンド交通ですけれども、両エリア総額で大体７

００万円から８００万円の間の決算額となっております。それぞれがや

はり３００万円から４００万円の間掛かっておるという状況です。 

 

中村博行分科会長 それでは次の審査番号４５番ガラスのブランド化推進事業

にいきます。 

 

村田商工労働課長 ４５番、ガラスのブランド化推進事業です。これも新規事

業です。資料は２０３ページから２０５ページになります。２０５ペー

ジの資料に沿って御説明いたします。まず目的ですが、本市のガラスに

よるまちづくりの取組については、きららガラス未来館での体験学習や

３年に一度開催している現代ガラス展を中心にして、主に教育、文化振

興の分野で、山陽小野田市のガラスを浸透させてきました。この度、市

内で活動する作家が制作するガラス作品をブランド化することにより、

商品の販売に力を入れ、産業振興の面で活用していきたいと考えており

ます。また、ブランド化することにより、観光振興、文化振興との相乗

効果も図っていきたいと考えております。２番の目標とする効果ですが
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一つめに、ブランド化により、ふるさと納税の増額を図りたいと考えて

おります。さらに、ブランド化をビジネスとして確立させ、ガラス作家

の所得向上を図ることにより、本市への定着を図りたいと考えておりま

す。また、きららガラス未来館が所在する、焼野海岸一帯と一緒にＰＲ

することにより、交流人口の増加を図ります。また、現代ガラス展やき

ららガラス未来館の体験学習の取り組み強化も実施いたしまして、ガラ

スのブランド化との相乗効果により文化振興を図っていくことができる

と考えております。３番の事業内容ですが、３年間でブランド化してい

く計画にしています。まず、１年目にどのようにブランディングしてい

くのか、コンセプトが決定した後、２年目、３年目の計画を策定します。

そして２年目でブランド名やロゴなどのブランドの基礎づくりを行って、

３年目から本格的に販路拡大を行っていきたいと考えております。資料

の２年目３年目の計画は、例として掲載しております。事業の実施に当

たりましては、専門のコンサルタント業者に委託して実施いたします。

次に、４番の組織等ですが、事業内容の１年目に推進体制の整備と記載

していますが、地域でブランドを作り上げていきたいと考えており、ブ

ランド化の実施委員会を立ち上げて、商工会議所観光協会などの関係機

関と連携しながら、事業を進めていきたいと思っております。なお、３

年間のブランディングが終了すれば、その後は小野田ガラスで運営して

いただくことになろうかと思います。次に、５番の予算ですが、来年度

の予算といたしましては、コンサルタント業者への委託料１，２２０万

円です。この金額には、専門家派遣、ガラス作家に対する支払も含まれ

ております。次にブランド化の推進協議会を立ち上げた際の委員報酬に

なります。４回分を計上しております。最後に６番のその他といたしま

して、この事業を実施するに当たりまして、国の地方創生推進交付金を

活用する予定にしております。説明は以上です。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

髙松秀樹委員 特記事項のところにブランド化のノウハウのあるコンサルタン

ト業者に委託するとあるじゃないですか。これはどういう業者、職種広
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告代理店みたいなところですか。こういうのが実際あるのかなと。 

 

村田商工労働課長 方法といたしましては全国公募にしたいというふうに考え

ております。ブランド化の知識のある業者であれば、恐らく広告代理店

であってもそういったコンサルタント業はできると思いますので、そう

いったブランド化の知識のある業者さんに応募してもらいたいなと思っ

ております。 

 

髙松秀樹委員 令和２年、令和３年、令和４年と３か年続くんですがこれがそ

れぞれ足し算すると約５，０００万円あって全てではないにしろコンサ

ルが入るという話になるんですが、これは３つで一つの話ですか、それ

とも毎年プロポーザルとかされるんですか。 

 

村田商工労働課長 今のところですが、１年目にプロポーザルをして、２年目、

３年目の計画を作っていただいてそれをもとにまた仕様書を作ってプロ

ポーザルを行います。２年目、３年目は継続してＰＲ等を行っていかな

ければならないと考えておりますので、２年目、３年目の２年間をセッ

トにしてプロポーザルを行いたいと考えております。 

 

髙松秀樹委員 令和２年度の予算の１，２２０万円の中にガラス作家に対する

もの含まれると本会議場でもこんな発言だったんですがそれは金額的に

は幾らぐらいですか。 

 

村田商工労働課長 この１，２２０万円のうち、まず２０万円については、ガ

ラス作家さんにプロポーザル等に参加してもらいアドバイスを頂きたい

と考えておりましてその予算にしております。それとコンサルタント業

者が決定して事業に入った際にはコンサルタント業者とガラス作家さん

が協力し、事業実施していただくことになると思いますが、これに対し

て、ガラス作家さんに費用が発生する場合は、コンサルタント業者から

ガラス作家さんにその費用を支払っていただこうと思っております。 
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髙松秀樹委員 ということは約１，２００万円がコンサルへの委託で込み込み

ですという話なんですがこの１，２００万円の根拠ってどういう根拠で

すか。 

 

村田商工労働課長 業者のほうに、３年間掛けてブランド化することについて

どのような方法があるかというのを例示していただきまして、見積りを

出してもらい予算を算出しております。２年目、３年目の金額について

はこれも地方創生交付金に申請するために、金額を算出したもので来年

度に、２年目、３年目の計画を策定した際にその計画に基づいて見積り

を取り直したいと思っております。１年目につきましても、来年度にな

りましたら、詳しい仕様書を策定していきますので、さらに見積りを取

り直して、それからコンサルタント料を決定していきたいと思っており

ます。 

 

髙松秀樹委員 この値段の根拠のお話を聞いた業者っていうのはこれは県内業

者、県外業者ですか、又は市内業者ですか。 

 

村田商工労働課長 県内業者１社と県外の業者１社に聞いております。 

 

宮本政志委員 事業概要のところに商品の販売に力を入れてと書いてあります

よね。これ実際販売はどなたがされてその収益はどこに入るんですか。 

 

村田商工労働課長 販売はガラス作家さんの作品をブランド化していくもので

すのでそれに所属する今時点では小野田ガラスさんの方になろうと思い

ます。収益も小野田ガラスに入ることになります。 

 

藤岡修美副分科会長 事業概要で書いてある最後の行のガラスを本格的に産業

化するっていうのは、小野田ガラスの中で完結してしまう話ですか。 
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村田商工労働課長 このガラスのブランド化が終わって、まず、小野田ガラス

さんに自走、自分で走っていただいてブランド化を確立していきたいな

と考えております。その後にブランド化がブランドしたガラスがメジャ

ーになってきて、ガラス作家さんの所得が上がってきた場合にやっぱり

ほかの地域からまた山陽小野田市内のほうに参加したいというガラス作

家さんが出てくる可能性も希望しております。来ていただきたいなと希

望しております。そのときは別に小野田ガラスさんに所属しなくても、

自分で工房を建てられる方とかいらっしゃったら一緒にそのブランドに

参加していただけるようなものにしたいなと思っております。 

 

髙松秀樹委員 このブランド化っていうのがよく分からないんですが、ブラン

ドっていうのは例えば富山ガラスをイメージしてらっしゃるのか、それ

とも商業ベースのガラス製品をイメージしてらっしゃるのか。どっちか

なと思うんですけどどうなんですか。 

 

村田商工労働課長 富山ガラスにつきましても、平成３０年度、実は地方創生

推進交付金を使って同じように販路拡大のために事業をされておられま

す。富山ガラスにつきましても目的といたしましてはうちと全く一緒で、

ガラス作家さんの定住促進だとかそういったのを目的としております。

それを考えますと富山ガラスさんも商業の面と文化の面、両方一緒に幅

広く行って相乗効果をもってやっていきたいと考えていらっしゃると思

いますので、富山ガラスさんとイメージは一緒と考えております。 

 

髙松秀樹委員 ということは、文化及び商業がどちらかと突出するんではなく

て、文化と商業がバランスが取れたような発信の仕方をしていきたいと

いうふうな理解でいいですか。 

 

村田商工労働課長 ブランドは一般的にほかの商品と差別化を意図とした名称

とかデザインとかをブランドと言いますが、この最近、地域ブランドと

いう言葉がよく使われています。この定義といたしまして、地域資源を
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活用した商品であることとか地域全体のイメージ向上を目指している、

ほかの地域にはない独自性があることなどが、地域ブランドに挙げられ

ます。ガラスのブランド化についても、この地域ブランドとして生み出

していければいいなと考えております。 

 

藤岡修美副分科会長 どうもイメージ湧かないんですけど、例えば江戸きりこ

とかの特殊なカッティングでグラスとか売り出していますよね。それが

産業化のような気がしてすばらしいガラス工芸の方はおられるんですけ

ど、そういう製品と産業化というのはどうもイメージが湧かないんです。 

 

村田商工労働課長 ブランドといえば私も当初、今治タオルだとか、岡山のジ

ーンズとか、そういったものをイメージしておりました。それでコンサ

ルさんのほうにお話を聞きますと、量産が難しいそういったガラス製品

だけでなくて、ガラス工芸全体を例えば焼野海岸で若手作家がアート活

動に取り組んでいるというその文化そのものをブランド化する。そして

観光振興と併せて、高付加価値を目指す方法もあると。ちょっと漠然と

していますが、そういったようなブランド化の方法もあるというアドバ

イスを頂きましたので、この山陽小野田市の地域性に合った、ブランド

化の方法をコンサルタント会社に提案していただきたいと思っておりま

す。それを基に、協議会等でプロポーザルを受けてどういった方向性に

していきたいかっていうのを決めていきたいなと考えております。 

 

髙松秀樹委員 コンサルに任せられるんであれですけど、コンサルが結局ここ

の山陽小野田市又は小野田の文化とか歴史とか、そういうのがしっかり

分からないとぶれていくのかなと。僕のイメージは先生を含めて、数名

の先生方は作品を作っている。今お話を聞いていたら工芸品をみたいな

雰囲気になるのはまずいんじゃないかなとかですね。分かりませんよ。

そういうふうにリードいくのは、コンサル以前にやっぱり執行部の皆さ

んがリードしていかないと変な方向に何か大量生産してどうのこうのっ

ていうのは全然違うと思うんで、そこは僕は気を付けていただきたいと
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思います。 

 

村田商工労働課長 今御指摘いただいたとおりですので、きちんと西川先生、

池本先生などガラス作家さんの意見を初めからお聞きしながら進めてい

きたいと思います。 

 

恒松恵子委員 かつては小野田は窯業のまち、そういった連携は考えています

か。 

 

村田商工労働課長 御意見頂きましたのでそこも、コンサルタント業者や地域

の皆さんに御相談して進めていきたいと思います。協議会のほうに相談

して進めたいと思います。 

 

宮本政志委員 そもそも論で、本市でブランド化できるものっていうのは、ガ

ラスしかなかったんですか。ガラスありきでいったのか、いろいろこう

検討してガラスになったということですか。 

 

村田商工労働課長 まず、なぜ、ガラスにするかということですが、このブラ

ンド化の事業は、地方創生推進交付金という国の補助金を使います。３

年間この補助金の要件といたしまして、３年間で事業を軌道に乗せて、

その後、自走できる体制を整備する必要があります。自分で経営してい

くと。そういう体制を整備する必要があります。ガラスは現代ガラス展

に入選する作家さんも数名おりまして、小野田ガラスの運営体制が十分

であるということもあります。新規に事業開始しても安定供給できるな

ど軌道に乗せることができるのではないかと考えて、ガラスのブランド

化を考えております。まず、ガラスのブランド化のほうを推進していき

ますが、第二次総合計画においても特産品開発だとかブランド化ってい

うのは重点施策として掲げて取り組んでいますので、安定供給できるよ

うな農産物等があれば同じようにブランド化に取り組んでいきたいと思

っております。 
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宮本政志委員 副市長がいらっしゃるんで教えていただきたいんですけど、こ

の交流人口の増加っていうものが本市にとっていいですよっていうのが、

交流人口が増えてどういうことが本市にとってメリットがあるんかなっ

ていう愚問になるかもしれませんけど、定住にはちょっと結び付きにく

いんですけど。 

 

古川副市長 交流人口が増えるとよく言われるインバウンドとかで、いろいろ、

人が行きかう中でそのうちにお金を今はこういう状況ですけど、ですの

で、インバウンドがないということで大変観光地は疲弊をしておるとい

う状況の中、交流人口が増えるというようなことは人がずっと動いてい

るというそうした中で宿泊も盛んになりまた市内にお金が落ちる。これ

によってまたその人たちが地元に戻って口コミとかＳＮＳが一番大きい

市の情報発信であろうかと思いますので、そうした交流人口を増やす中

で山陽小野田市はこういうまちだったというのを日本国民に広めること

よって、一般質問でもありました、魅力がない、ケツから何番目とか、

順位が上がればいいというもんじゃないんですけど、そうしたところに

よって、山陽小野田市はこういうまちだということが広まれば、また定

住人口にもつながるという中での施策ということで御理解いただけたら

と思います。 

 

岡山明委員 ブランドといういろいろ個人名が出てくる状況で作家さんの個人

の例えば著作権の問題や特許とか、ブランドという名前の下で考えると

いう可能性があると。やはり最初にコンサルタントでスタートし、方向

性をしっかり決めていくことが非常に大事になってくるんじゃないかな

と思っています。その辺のブランド化するに対して、市としてコンサル

の会社に条件みたいなものを要望するような形で考えているかどうか。 

 

村田商工労働課長 市のそういった要望につきましては、ガラス作家さんと協

議をしてアドバイスを頂きまして仕様書を作成いたします。その仕様書

を基にコンサルタントにプロポーザルに参加していただきますので、こ
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ちらの思っていることは、コンサルタントにお伝えできるかと思ってお

ります。 

 

岡山明委員 著作権についてはどうお考えですか。 

 

村田商工労働課長 特許の申請等につきましても、ガラスのブランド化を作っ

ていく中で、ガラス作家さんと協議をしながらどういうふうに申請して

いくかっていうことも考えていきたいと思っております。 

 

中村博行分科会長 シティセールス課との連携も大切になってくると思います

がその辺りは。 

 

村田商工労働課長 この事業の予算は商工労働課で取っておりますけど、シテ

ィセールス課と一緒にやる予定にしております。 

 

中村博行分科会長 実のあるものにしていただきたいと思います。２１２ペー

ジから。商工費から２１２、２１３ページ。２１４、２１５ページ。こ

の度、長門でオープンした関係で何か。美祢線が出ているからね。 

 

古川副市長 美祢線利用促進協議会１３０万円は美祢線の利用促進協議会につ

きましては３市の市長、議長、会議所の会頭、環境観光協会の会長等が

メンバーで構成されています。その下に幹事会ということで、副市長、

経済部長の幹事会があります。そうした中で美祢線をいかに利活用する

かということの中で基本的にいつもの会議の中で長門美祢は線の駅も距

離が長いんでなかなか山陽小野田のほうに目が向かないということで私

が行きまして、やはり美祢線の起点は厚狭駅だと。厚狭駅がちゃんと発

展しないと美祢線の起点で伊佐があって、長門があっても駄目だという

ことで、とにかく厚狭駅に今はこだましか止まっておりませんけど、ひ

かり又は九州新幹線のさくらをとめていただくように陳情しようじゃな

いかという今動きもしております。そうした中で今回昨日スタートいた
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しましたので、これも契機に今美祢線利用促進協議会では、厚狭駅の新

幹線の特急のこだま以外の停車についても今動きをしておりますが、今

がチャンスだと思うんですよね。結構、湯本に来られるのも関西それか

らあと九州からだったら新幹線なんです。東京にあると飛行機で来られ

るということも美祢の副市長も長門の副市長も理解していただいており

ますので美祢線協議会のほうでは本市としては、厚狭駅をいかにしてと

いうことでお願いをしていこうというふうに考えております。 

 

藤岡修美副分科会長 関連でもちろん理科大生の足の便もあって、小野田線を

厚狭駅までっていう話、南部の観光も含めて観光客を企画誘致するとい

う面での小野田線の延伸というのはそういう計画はないですか。 

 

河口経済部長 今のお話をＪＲの方にいたしたことが昨年あります。その回答

としては、線路を引っ張ることはそうでもないんですけど、その機器を

触るのが莫大な金額が掛かるということでそれはちょっと難しいですと

いう回答は得ております。工事費が大分大きなお金が、金額が幾らかと

いうこと聞きませんが、すごくお金掛かるので、そういうことは、今は

考えられないというお答え頂いて、私も新幹線から小野田線に入ってく

るということはすごく希望するとこでございますが、今の段階ではそう

いうお話でございます。 

 

中村博行分科会長 実際に星野リゾートではないですが、ほんとにチャンスだ

と思うんですよね。ですから昨日のニュースで新山口がみずほ、周南徳

山駅のほうでさくらが１便増えるとこれは随時、増えてきているのでそ

の辺頑張っていただきたいと思います。 

 

中村博行分科会長 それでは、２１６、２１７ページ。 

 

岡山明委員 バス路線の件なんですけど今回、理科大のスクールバスの分が無

料化になっている状況です。初めて私も新聞を見て無料になっていると
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いう状況だったんですが、理科大の学生だけですよね。例えばあそこを

通っているほかの学生さんにも無料でしてもおかしくないと私は思った

んですけども、住民に対するある程度の支援ということで、ないんです

か。 

 

古川副市長 今、岡山委員さんが言われました理科大生の船鉄の無料化ってい

うのはこれは市の施策ではなくて理科大のほうの予算でやっております

ので、私どものほうではこうしろというのは申すことができません。理

科大のほうがスクールバスを持っておったのをスクールバスをやめて、

理科大生に船鉄の無料券を出すというような形で、効率よく土日でもい

つでも使えて、山陽小野田をよく知ってもらうようにということで理科

大のほうが考えられた施策でございます。 

 

中村博行分科会長 ２１６、２１７ページで。 

 

髙松秀樹委員 空き店舗等リニューアル補助金の説明をしてください。 

 

村田商工労働課長 この事業につきましては市内において、空き店舗、空き家

を利活用して事業をする方に対しまして、事業開始するためのリニュー

アル費用の一部を補助するものです。補助金額につきましては開業に係

る改装費の５０％、限度額を５０万円としています。補助の対象となる

経費は店舗改装費と設備導入費です。補助の対象業種は、小売業、飲食

業、サービス業です。これには対象地区を設定しておりまして、市内で、

特に商業集積を進めていきたいと考えております４地区を予定しており

ます。その４地区は厚狭駅前商店街、小野田駅前商店街、商工センター

周辺、山口東京理科大学周辺を指定しております。概要は簡単ですが、

以上でございます。 

 

髙松秀樹委員 その二つの商業振興諸行事補助金の内訳をお願いします。 

 



85 

 

村田商工労働課長 これは祭りに対する補助金になりますが、ちょうちん七夕

フェスティバルが１８万円。小野田駅前フェスティバルが１８万円。寝

太郎まつりが１８万円。厚狭花火大会が８５万円。おのだ七夕祭りが１

００万円。厚狭秋まつりが１８万円。お祝い夢花火１００万円でござい

ます。 

 

岡山明委員 １３節の委託金の中に理科大生の市内定住促進事業が昨年から半

額ぐらいに少なくなっていますがこれは順調に申込みが進んでいると状

況ですか。 

 

村田商工労働課長 今年度の実績といたしまして、まず、平成３０年度の交付

金数は１８８人です。今年度の実績につきましては１４９人です。その

うち１年生が１２６人、今年度まで在校生も全て対象にしておりますの

で、在校生の分が減ったということになります。１年生につきましては

多くの申請があったところでございます。 

 

岡山明委員 そういうことで在校生が減ったという状況で、先ほど話に戻るん

ですけど、スクールバスの話、市としては今言った定住促進のそういう

委託金を学生に出していると。それが大学に入ってバスの無料化という

状況になると、結局市のほうもそれだけの負担をしていると。であれば

ある程度住民、高校生、中学生に無料の形を大学に要望されても私はお

かしくないと思うんですけどもいかがでしょうか。 

 

古川副市長 大学の予算は運営費交付金と大学独自の授業料、また検定料、こ

れ、入学試験とかですね、それから入学料の二つで成り立っておりまし

て、そういう中で理科大が学生がいかに効率よく、学生の利便性を考慮

する中でこういう制度を創設されたということで私どもの方が理科大の

ほうにだから市民に対してもというのはできかねます。 

 

中村博行分科会長 ２２０、２２１の商工センター全般で。５Ｇについて聞い
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てみよう。光ファイバーの関係、小野田・楠企業団地の関係だろうと思

うんだけど、５Ｇもそういった方向で今考えられていますか。 

 

河口経済部長 小野田・楠企業団地は高畑の山の中なので、本来はああいう光

ファイバーはＮＴＴが引くものだというふうに思っていますが、あくま

で行ってないので市が負担しながらやっているのが現状であります。将

来的にもう少し先かもしれませんし、もう終わった後かもしれませんけ

れども、ＮＴＴもその辺も含めて、もしかするとＮＴＴが光のケーブル

を引くという話も出てきておりますので、そこはいいんですけどもまだ

ちょっと５Ｇというところまでの話は出てきておりませんので、今そう

いう状況でございます。 

 

中村博行分科会長 それでは産業建設分の歳出は終わりますので歳入のほう入

る前に休憩に入りましょう。３時５分から再開いたしますので、それま

で休憩です。 

 

午後２時５５分 休憩 

 

午後３時５分 再開 

 

中村博行分科会長 それでは休憩前に引き続き一般会計の歳入のほうになろう

と思いますので、予算書２８ページ１２款１項の交通安全対策について。

よろしいですか。それでは１３款１項土木費分担金、急傾斜地について。

それでは１４款１項４目から７目まで。 

 

岡山明委員 ３１ページ、４節湾岸使用料これは野積みの使用料ということで

場所と、件数について。 

 

森弘建設部次長兼土木課長 小野田港にある野積み場の使用料１か所です。 
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岡山明委員 広さは分かりますか。 

 

森弘建設部次長兼土木課長 申し訳ございません。今数字を持っておりません。 

 

中村博行分科会長 では３３の住宅使用料まで。それでは２項の１目。では３

４ページの４目、農林水産から土木まで。１５款２項３目から、３８、

３９ページから。では１５款を終わり、１６款１項３目、４２ページ。

４４ページの農林水産業費。４６、４７ページの土木費の件補助金まで。

それでは３項の４、５、６の農林水産と土木の県委託料。 

 

藤岡修美副分科会長 ５節の労働費の雑入で勤労青少年ホームの講座受講料ど

ういった講座がありますか。 

 

村田商工労働課長 小野田と山陽でそれぞれ自主講座をしておりまして、小野

田が西洋料理、ヨガ、薬膳料理、山陽の方がクラフトバンドをやってお

ります。 

 

森山喜久委員 ６節市民農園利用料で市民農園の各利用数を教えてください。 

 

深井経済部次長兼農林水産課長 市民農園は沓山田、烏帽子岩、高栄の３か所

ございます。沓山田につきましては２６区画中１４が使用中です。烏帽

子岩は４４区画中２９、高栄が４５区画中３８、合計で１１５区画中８

１が利用していらっしゃいます。 

 

中村博行分科会長 次は２２款の６２ページ、４、５目市債。６４、５ページ。

それでは歳入の審査もこれにて全て終了です。議案第１１号の令和２年

度山陽小野田市一般会計予算産業建設分科会分の審査を全て終了いたし

ます。お疲れ様でした。 

 

午後３時１５分 散会 
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令和２年３月１３日 

 

一般会計予算決算常任委員会産業建設分科会長 中 村 博 行 


